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開    会 

 

○前田会長 それでは、ただいまから審議会を開催いたします。 

 総合通信基盤局の職員に入室するように御連絡をお願いします。 

（総合通信基盤局職員入室） 

 

諮問・報告事項（総合通信基盤局関係） 

 

○３.９世代移動通信システムの普及のための特定基地局の開設に関する計画

の認定について（諮問第８号） 

 

○前田会長 それでは、審議に入りたいと思います。 

 早速ですが、本日、諮問されました諮問第８号「３.９世代移動通信システム

の普及のための特定基地局の開設に関する計画の認定について」につきまして、

まず、田原移動通信課長から、本件審査概要について御説明をお願いいたしま

す。 

○田原移動通信課長 御説明させていただきます。 

 ３.９世代通信移動システムの普及のための特定基地局の開設計画の認定申

請、すなわち９００ＭＨｚ帯の１５ＭＨｚ幅×２の電波を１者に割り当てると

いうものの認定申請でございますけれども、昨年１２月１４日から本年１月２

７日までの間、申請を受け付けておりました。この結果、４件の申請があった

旨、先般、当審議会でも御報告させていただいたところでございますけれども、

これらの申請につきまして、電波法第２７条の１３第４項及び開設指針が定め

る審査基準に基づいて審査を行った結果について、本日、諮問させていただく
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ものでございます。 

 資料といたしましては、Ａ３の大きな審査結果という資料と、概要をまとめ

ましたＡ４横の審査概要という資料を用意しておりますけれども、審査結果に

つきましては相当の分量がございますので、まずは、審査概要を使用してざっ

と全体を最初に御説明させていただいた後に、具体的に審査結果について再度

御説明させていただこうと考えております。 

 まず、審査概要、Ａ４横のほうの資料でございます。おめくりいただきまし

て１ページ目でございますけれども、開設指針では、最低限満たすべき絶対審

査基準と、競願になった場合に適用する競願時審査基準という審査基準を示し

ておりました。 

 絶対審査基準といたしましては、基地局の設置場所とか設備調達、工事体制

の確保あるいは必要な資金調達、開設計画期間中の単年度黒字、周波数移行に

最低限必要な費用１,２００億円を確保できること、人口カバー率として、認定

後４年後までに５０％、７年後までに８０％をそれぞれ達成する等の規定を設

けていたところでございます。 

 競願になった場合でございますけれども、大きく第１基準、第２基準、第３

基準という３つの基準を設けております。まず最初の第１基準として移行費用、

上限２,１００億円でございますけれども、この移行費用をより多く負担可能な

者。ここで決まらなければ次の第２基準として、３.９世代携帯電話の人口カバ

ー率が平成３０年度末時点で最も大きいもの。ここでも決まらなければ第３基

準として、こちらに示します基準Ａ、基準Ｂ、基準Ｃ、詳細についてはまた後

ほど御説明させていただきますが、こちらの３つの基準に総合的に最も適合し

ている者を選ぶというような基準で示しているところでございます。 

 申請の審査結果でございますけれども、２ページ目以降でございます。 

 ２ページ目、絶対審査基準及び競願時審査基準の第１、第２基準についてで
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ございます。まず、絶対審査基準でございますけれども、いずれの申請者も全

項目に適合するということで、枠が１つで４者適合するということでございま

すので、競願時審査基準を適用して審査を行います。 

 競願時審査基準のまず１つ目でございますけれども、移行費用の負担可能額

でございます。上限２,１００億円以上は同じとして評価するということでござ

いまして、いずれの申請者の負担可能額も上限の２,１００億円以上となってお

りますので、こちらでも決まらず第２基準による審査となります。 

 第２基準でございますけれども、こちら平成３０年度末の３.９世代移動通信

システムの人口カバー率でございます。評価は５％単位で行うということにし

ておりましたが、いずれの申請も９５％以上の人口カバー率ということで、こ

ちらについても優劣がつかないということでございますので、第３基準による

審査という形になります。 

 第３基準につきましては、３ページ目以降でございます。この第３基準の中

に基準Ａ、基準Ｂ、基準Ｃがございます。基準Ａというのが終了促進措置、す

なわち周波数の引っ越しでございますけれども、こちらに関しまして移行させ

られる免許人等の迅速な合意形成を図るための計画ですとか、そのための体制

の整備、こちらの計画の充実度合いを評価するというものでございます。 

 基準Ｂについてでございますけれども、今般のこの９００ＭＨｚ帯の特定基

地局の利用を促進するということで、ＭＶＮＯ、仮想移動体通信事業者として、

自らは設備を持たないでサービスを行うような事業者でございますけれども、

このような者へのサービス計画等が充実していることという基準でございます。 

 基準Ｃでございますけれども、これは電波の割当てあるいは利用の状況とい

うことでございまして、１つ目が、今回割り当てる周波数帯と同等の周波数帯

を有しているか有していないか。２つ目が、今まで割り当てられたものに対し

て契約数の割合が大きいか少ないか。こういった基準でございます。 
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 これに対しまして、考え方でございますけれども、上の基本方針というとこ

ろでございますけれども、これらの各基準Ａ～Ｃへの適合度合いを点数化して、

合計点数の最も高い者を認定するという考えになります。 

 基準間の重みづけでございますけれども、あらかじめそういう重みづけにつ

いては指針においても言及しておりませんし、どれも重要な基準ということで

ございますので、配点は均等。それぞれ４点満点と置いております。 

 基準Ａ、Ｂにつきましては、それぞれの記載の内容が申請者ごとに異なると

いうことで、４つを全て並べて一気に比較するということですと少々あいまい

になるということもありますので、対抗的な審査ということで２者間ですね、

ＡさんとＢさん、ＡさんとＣさんという２者間の総当たりで評価をして、その

結果で評点を決めるという形にしております。 

 基準Ｃにつきましては、申請の内容というよりは今の割当ての状況ですとか、

利用の状況でございますので、一定の事実への該当性により加点するかどうか

というのを評価するということにしております。 

 なお、今回、新規の参入者はおりませんでしたので、新規参入を前提とした

評価は特段設けておりません。 

 そのような考えのもと、基準Ａ、Ｂ、Ｃの点数のつけ方でございますけれど

も、基準Ａ、Ｂにつきましては総当たりで考えますが、基本的なそれぞれの計

画を有していれば１点を基礎点とした上で、それぞれ総当たりで審査をして、

他の３者よりも優れていれば３点。２者よりも優れていれば２点。１者よりも

優れていれば１点という形で、この４点満点を割り振るというような考えにし

ております。 

 基準Ｂについても同様でございます。 

 基準Ｃについては、事実への該当性ということでございますけれども、まず、

電波を有しているか有していないかというところに２点。その割当周波数幅に
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対する契約数の割合が大きいか小さいかということで、２点を付与していくと

いうことにしております。 

 具体的内容を次ページ以降で簡単に御説明させていただきたいと思います。 

 まず、基準Ａ、終了促進措置の円滑な実施等。引っ越しをいかに円滑にやっ

ていただけるかということでございますけれども、いずれの申請につきまして

も、その対策及びその実施体制に対する計画というのはきちんと書かれており

ましたので、基礎点は１点。 

 それぞれの優劣の判断でございますけれども、真ん中に表がございますが、

イー・アクセス、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩグループ、ソフトバンクモバイルと

書いておりますけれども、まず、上段が対策がどれだけ充実しているかという

ことでございますけれども、イー・アクセスにつきましては、定型的な費用負

担の処理ということで、標準的なケースで料金表を提示したり、そういう効率

的に実施する対策というのをいろいろ考えているというところでございます。 

 ＮＴＴドコモにつきましては、免許人等の協力を得ながら実施する、ＫＤＤ

Ｉグループにつきましては、各地域ごとに連絡会を設置して、情報共有等を図

っていくというような提案をしております。 

 ソフトバンクモバイルでございますけれども、各県ごとに説明会を実施する

ということと、イー・アクセスと同様、契約書のひな形を策定し効率的にやっ

ていくというような計画でございます。 

 一方、下段の体制でございますけれども、イー・アクセス及びソフトバンク

モバイルが充実しておりまして、イー・アクセスについては社内体制最大４０

０名、ソフトバンクモバイルについても約３００～４００名で、１か月以内に

整備してしまうというようなことで、この体制については充実しており、さら

にイー・アクセスにつきましては、外部組織、要は一般社団法人をつくりまし

て、中立的な立場から協議のあっせんとか仲裁とか調停をできるようにしてい
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くということで、非常に細かい計画を立てているというところでございます。 

 一方、ＮＴＴドコモにつきましては、社内体制７０名という比較的小さ目、

ＫＤＤＩグループにつきましては、ＮＴＴドコモよりは大きいものの最大１９

０名ということでした。あと体制について、具体的にどういう業務分担でやる

という細かい記載は、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩグループ両者については無いと

いうような結果になっております。 

 この結果を踏まえますと、下に行きますけれども、イー・アクセスが他の３

者に比べて計画が優位であるというような評価が得られますということで３点。

ソフトバンクモバイルは、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩグループに比べて優位な計

画ということで２点。ＫＤＤＩグループが連絡会を設置して各地域ごとに情報

共有を図っていくということで、ＮＴＴドコモの計画よりはある程度優れてい

る、また、体制も少ししっかりしているということでＮＴＴドコモより優位と

して１点。このように３点、２点、１点という配点をしております。具体的に

ついてはまた後ほど。 

 基準Ｂは、特定基地局の利用促進でございまして、５ページ目でございます。

ＭＶＮＯなどを広く開放して、特定基地局を利用促進していくということでご

ざいますけれども、そういう計画は各者とも出しておりますので、基礎点の１

点ということでございます。 

 各者の具体的なものを見ますと、イー・アクセス、ＮＴＴドコモ、ソフトバ

ンクモバイルにつきましては、卸電気通信役務ですとか相互接続型等々いろい

ろなプランを提供し、標準プランを作成して、オープンにしていきますという

ように書いてあります。 

 一方、ＫＤＤＩグループにつきましては、他事業者からの要望に応じて多様

な形態でやっていくということで、接続形態についての具体的記載はございま

せんでした。 
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 ＮＴＴドコモにつきましては、他の３者と違いまして、国際ローミングをし

っかりやっていきますということの記述がしっかり書いてあったというところ

でございます。 

 イー・アクセス、ソフトバンクモバイルでございますけれども、この２者に

つきましては、今後のＭＶＮＯの提供計画を具体的に立てて、こういったとこ

ろから既に関心表明書をもらっているとか、こういうところと商談中であると

いう資料を添付しておりました。こういうことから見て、この２者の計画は具

体性を持っているというように言えるかと思います。 

 この結果を踏まえて、それぞれ先ほどの総当たりで評価した結果が下でござ

いますけれども、イー・アクセス、ＮＴＴドコモ、ソフトバンクモバイル、そ

れぞれイー・アクセスとソフトバンクモバイルは先ほどの計画の具体性がしっ

かりしている、ＮＴＴドコモについては国際ローミングサービスということの

計画をしっかり立てているということで、残念ながらそういう記載のないＫＤ

ＤＩグループに比べて優れているだろうということで、それぞれ１点ずつの配

点としております。これが基準Ｂの結果でございます。 

 最後に基準Ｃでございます。基準Ｃにつきましては、まず、割当周波数の差

異についてのチェックでございますけれども、こちらの配点２点につきまして

は、電波の伝搬特性等を考慮いたしまして、今回割り当てる９００ＭＨｚ帯と

同等な１ＧＨｚ未満の周波数を有しているか、いないかということで判断いた

しまして、有していないイー・アクセス及びソフトバンクモバイルの２者につ

いて各２点割り当てるという結果となっております。 

 次に、割当周波数に対する契約数についてでございますけれども、こちらに

つきましては平均より多いか少ないかということで判断をいたしております。

平均値でございますけれども、こちらに書いておりますとおり、３４.９万契約

／ＭＨｚ、１ＭＨｚ当たり約３５万契約というような形になります。これより
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上か下かということで判断いたしまして、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩグループ、

ソフトバンクモバイル、この３者が上ということで２点、イー・アクセスは０

点となっております。 

 これを全体、総合的に判断するということでございますけれども、この第３

基準を全体まとめますと７ページ目になりまして、イー・アクセスが８点、Ｎ

ＴＴドコモ、ＫＤＤＩグループが各５点、ソフトバンクモバイルが９点という

ことで、ソフトバンクモバイルが最高点を獲得しておりまして、ソフトバンク

モバイルの開設計画を認定することが適当ではないかというような結論になっ

ております。 

 なお、この認定に当たって条件を付すことを考えております。 

 開設指針の趣旨に照らしまして、３.９世代のＬＴＥのシステムでございます

けれども、この普及に取り組んでほしいということで取り組むことというのが

１点目。 

 ２点目でございますけれども、終了促進措置、これは引っ越しについて合意

形成を十分図って円滑な実施に努めて、透明性の確保等の御指摘をいろいろな

ところから受けていたりしますので、そういうことも含めて透明性の確保等を

十分に図ることというようなものをつけております。 

 ３点目、ＭＶＮＯによる特定基地局の利用の促進ということでございます。 

 これら２点目、３点目につきましては、ソフトバンクモバイルがそれなりに

良い計画を出しているのですけれども、必ずしも飛び抜けて優れているという

わけではございません。他の計画等を見て、良い点もありますので、そのよう

な点を踏まえながらしっかりと取り組んでいってほしいということでございま

す。 

 ４点目につきましては、昨年の震災での被害あるいは最近の携帯電話の通信

障害、こういったものにかんがみまして、停電対策・輻輳対策、障害の発生防
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止等の安全・信頼性の向上といったものにしっかり努めていただきたいという

ことで、条件を付すという形にしてはどうかというところでございます。 

 概要について駆け足で恐縮でございます。以上でございます。 

○前田会長 ありがとうございました。それでは、まずここで区切って、審査

概要について御質問あるいは御意見ございますでしょうか。 

○山本委員 では、１つよろしいですか。最後に説明をされた条件を付すとい

うことですが、これはどのような形式で条件を付すということなんでしょうか。 

○田原移動通信課長 今回、それぞれの申請を比較したわけでございますけれ

ども、まず、特に２、３の部分でございますが、例えば２について、ソフトバ

ンクモバイルもそれなりに充実した計画を出しているのですけれども、言って

しまえば申請からするとイー・アクセスはより充実したものを出しているわけ

で、そういうものを参考としながら、もっと良いやり方があるのではないかと

いうことを踏まえて、しっかりとやっていただきたいということが１つでござ

います。 

 また、割当ての議論の過程で、例えば行政刷新会議等からも手続での透明性

の確保、移行での透明性の確保ということについて御指摘を受けていたりしま

すので、そうした点については十分配慮してやっていただきたいというような

ことを付したいということがございます。 

 ＭＶＮＯにつきましても、ソフトバンクモバイルは具体的な計画を立ててお

りますけれども、３者と結果１点ずつ横並びということで、特段飛び抜けてい

るというわけでもございませんので、こちらにつきましても重要なことですの

で、しっかりと取り組んでいただきたいということを付したいというところで

ございます。 

 １点目はこの３.９世代移動通信システム、この開設指針そのものにも普及と

いう趣旨がありますので、それを念のためというか、推すという形です。 
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 ４点目は最近の状況です。携帯電話の通信障害等いろいろ御指摘を受けてお

りますので、貴重な電波を使って新たにサービスを行っていただく上で、こう

いった安全・信頼性の向上というのはしっかり努めていただきたいということ

から、これも条件を付しているところでございます。 

○山本委員 そうすると、形式的にはこれを伝えるということなんですね。 

○田原移動通信課長 そうですね。 

○鈴木電波部長 認定の際に、これは条件ですよと認定書にくっつけます。 

○山本委員 そうすると、認定の法令上のいわゆる条件にするということです

か。 

○田原移動通信課長 はい。認定に当たって条件を付すという形。 

○山本委員 そうですか。この４つの条件を付すと。 

○山田代理 法的な条件ということであると、条件が成就するか否かというこ

とで、効力が関わってくるということですが、そういう意味での条件ではない

という理解でよろしいですよね。ちょっとその条件という言葉が私もひっかか

っているところなんですが。 

○田原移動通信課長 計画につきましては、開設計画を認定いたしまして、そ

の計画どおりに実施していないという形になりますと、その計画の取り消し等

を含めた対応を検討することになります。条件として、その条件に例えばどこ

まで適合していなかったら、そういう取り消しとかの処分になるのかというよ

うなことかと思いますけれども、基本、ここに書いてあるものについては、こ

ういったことをやらないと、多分出していただいている開設計画もしっかりと

実現できていないということと裏表になるかと思われます。 

 開設計画が実行されていないというような形になれば、こういう条件も付し

たという事実も加えて判断をするということになるかと思いますけれども、結

果、具体的に取り消しというところまでなるとすると、実際に開設計画どおり
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に適切に実施しているかというところが一番審査の中心になるかと思います。 

 ただ、計画とだんだん乖離をしていって、こういうところの取り組みがしっ

かりしていないからそこが計画とずれているということであれば、この条件を

付したことを踏まえまして、こういう観点からしっかりやっていただきたいと

いうことで、行政のほうから要請等を行うという形になろうかと思います。 

○前田会長 審査基準上にあることで、法的にも意味があって取り消し要件に

なりそうな中身と、それから、先ほど事例として、例えば最高点の者のほうが

よりよい計画があるので、それを参考に云々という言葉があったのではないか

と思うんですけど、これについては、特にだめとなるような条件ではないわけ

ですよね。ですから、そこは努力義務ということなんですね。 

○田原移動通信課長 はい。そういうことでございます。 

○前田会長 ほかにはいかがでしょうか。 

 最初の３ページでいう競願時審査基準のうちの具体的な点数のつけ方につい

ては、ある意味では今まで公表してきていなかったので、これについて他のだ

れかがほかにもっとよい方法があるのではないかと。あるいはこれはおかしい

のではないかという可能性があると思いますが。 

 よろしいですか、今、何か補足がありますか。 

○田原移動通信課長 先ほど、計画への該当性と申し上げましたが、具体的に

条文に照らしていうと、特定基地局ですね、開設計画に係る特定基地局を計画

に従って開設していないときに取り消し事由に合致するという形になります。 

○前田会長 その場合、私の質問を続けますと、ここは同じ配点にしたわけで

すが、前に基準Ａ、Ｂ、Ｃでそれぞれ評価したものの重み付けを同等に扱うと

いうのは事前に言ってはいなかったけれども、ほかに同等に扱わないきちっと

した理由もないと、そういうことでいいですかね。 

○田原移動通信課長 はい。事前にどの配点を重視する等の記載は開設指針に
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はございませんので、どの示した基準も重要であろうということで、どれも同

等に扱うという形にしております。 

○山田代理 基準Ｃで、２点、２点と、この配点については、どういう考え方

で。 

○田原移動通信課長 こちらについても基準Ａ、Ｂ、Ｃでそれぞれ４点満点に

しておりますので、その基準Ｃにつきましては、その４点のうちということに

なりますけれども、こちらも指針で、割当周波数の有無及び差異ということと、

割当周波数幅に対する契約数の程度ということ、この２つの視点を示しており

ます。ですので、こちらについてどちらが優劣ということをつけるのは、やは

り適当ではないだろう。どちらも重要なことであるということで、２点ずつを

配点しております。 

 こちらは、先ほど申し上げた申請書の記載の適合性の程度というよりは、事

実関係への合致ということでございますので、こういうような点数のつけ方を

させていただきました。 

○山田代理 ありがとうございました。 

○前田会長 今の続きでいうと、基準Ｃは全て既存の事業者であるということ

を前提に成り立っている条件ですよね。この４者のうち、３者と他の１者とが

若干事業の性格が違うところがありますね。それを違うと見るかどうかという

のはちょっと別の問題かもしれませんが、そこは基本的には同様のビジネスを

やっているというふうにみなすということですね、ここで言っているのは。 

○田原移動通信課長 はい。この４者につきましては、全て携帯電話事業とい

う形で、整理上全て同じとみなしております。 

○前田会長 ほかにはどうでしょうか。ここまでとりあえずよろしゅうござい

ますでしょうか。 

○田原移動通信課長 本件は、審査が多岐にわたりますので、この後は項目に
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分けて御説明させていただきますので、項目ごとに質疑をいただければと思い

ます。各項目の詳細な説明については、豊嶋高度道路交通システム推進官のほ

うから説明をさせていただきます。 

○前田会長 それでは、よろしくお願いいたします。 

 

（１）絶対審査基準について 

 

○豊嶋高度道路交通システム推進官 それでは、Ａ３判の大きいほうの資料を

ごらんください。こちらが絶対審査基準も含めました全ての審査項目に関する

項目についての適合、不適合の判断をまとめたものでございます。 

 先ほど田原のほうからもありましたとおり、審査項目の数がかなり多うござ

いますので、幾つかに区切りながら説明をさせていただければと存じます。 

 まず、最初に絶対審査基準、１ページ目からでございますが、まず最初に、

１ページから終了促進措置に関する事項まで、ページで言いますと６ページま

でですが、そこまでをまず１つ目の固まりとして説明させていただければと存

じます。 

 １ページをおめくりいただきたいのですが、まず、絶対審査基準として、開

設指針に照らして適切なものであることというのが電波法の基準の１つ目にな

っておりますが、その開設指針の中に、項目ごとに審査基準を書いております

ので、順番に載せております。 

 まず最初の段でございます。開設指針の第１項目目ですが、これは指針の対

象とする特定基地局の範囲というものを記載しております。左側のほうに開設

指針に示してある項目を記載しておりますが、最初の段の部分については簡単

に言ってしまえば技術基準で定めたものとして開設指針に記載したものに適合

するものを申請しているかどうか。今回で申し上げますと、第３世代から３.
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９世代の携帯電話について申請の募集をしておりますので、申請内容はそれに

合致しているかどうかということでございます。 

 イー・アクセスとソフトバンクモバイルについては、ＬＴＥのほかに３．５

世代いわゆるＨＳＰＡ＋を含んでおります。ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩグループ

についてはＬＴＥのみとなっております。いずれの４者とも指針に定めている

範囲に合致した内容となっておりますので、４者とも適合するという判断をし

ております。 

 その下ですが、開設指針の第２項目目でございます。周波数割当計画に示さ

れている割り当てることが可能である周波数のうち、特定基地局に使用させる

こととする周波数及びその周波数の使用に関する事項等を規定しております。 

 今回は９００ＭＨｚ帯ということでございまして、具体的には９４５ＭＨｚ

を超え９６０ＭＨｚ以下の周波数についての申請を募集しておりました。また、

特定基地局に関する使用区域は全国としております。それと、申請することが

できる周波数の幅は１５ＭＨｚという形で指針に書いております。 

 この３つについて申請内容をチェックいたしましたが、いずれも１５ＭＨｚ

幅で示された周波数の幅で、全国で使用するという内容でございますので、４

者とも適合するという判断をしております。 

 ページをおめくりいただいて２ページ目でございます。第３項目目になりま

すが、これは特定基地局の配置及び開設時期に関する事項、いわゆる人口カバ

ー率等の部分の基準でございます。内容的には３つございまして、１つ目が認

定日から４年を経過した年度末で、各総合通信局の管轄区域ごとに人口カバー

率が５０％を超えているかどうか。 

 次に、７年を経過した年度末で人口カバー率が８０％を超えているかどうか。 

 ３点目として、その７年を経過した年度末で、３.９世代のいわゆるＬＴＥの

サービスが始まっていなければならないという、この３点が基地局の配置及び
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開設時期に関する基準となっております。 

 各４者の申請でございますが、結論から申し上げると４者とも基準には適合

しております。中身を見ますと、例えば特定基地局の運用開始で申し上げます

と、イー・アクセスは平成２４年末、ＮＴＴドコモについては平成２４年１１

月末、ＫＤＤＩグループは平成２５年１月末、ソフトバンクモバイルは平成２

４年７月２５日からサービスを開始する内容になっております。 

 それと３.９世代、ＬＴＥの運用開始については、イー・アクセスは平成２７

年６月末、ＮＴＴドコモについては平成２６年１０月１日から開始をする。Ｋ

ＤＤＩグループについては平成２７年４月、ソフトバンクモバイルについては

平成２６年４月から開始をするということで、ＬＴＥの開始時期についても適

合しております。 

 それと、特定基地局の人口カバー率でございます。いわゆる５０％の達成と

８０％の達成でございますが、こちらも各管内達成時期については、イー・ア

クセスは５０％達成が平成２７年度、８０％達成が平成２９年度となっていま

す。ＮＴＴドコモについても同じ年度です。ＫＤＤＩグループも同様でござい

ます。ソフトバンクモバイルについては管内５０％、８０％、どちらも平成２

６年度に達成するとなっております。 

 基準に照らし合わせますと、５０％、８０％の達成時期、４者とも適合して

おります。年度ごとの人口カバー率の推移はここに示しているとおりでござい

ますが、基準の合致性については、この５０％、８０％の達成時期を見るとい

うことでございますので、途中経過については直接の審査対象ではございませ

ん。いずれにしても、この指針第３項については、いずれも適合しているとい

う判断をしております。 

 続いて、その下ですが、第４項目目でございます。特定基地局の無線設備に

係る周波数の能率的な利用を確保するための技術の導入に関する事項というの
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が第４項として記載をしております。 

 左側に具体的な技術を記載をしております。適応多値変調及び空間多重技術

その他の電波の能率的な利用を確保するための技術を用いなければならない。

なかなかわかりにくい表現で申しわけございませんが、適応多値変調というの

は、電波の状況に応じて変調の方式を変えるとか、あるいは空間多重技術とい

うのは、簡単にいうと電波を重畳的に使える技術の具体的な技術名でございま

すが、４者ともこの２つの技術について導入をするということを記載しており

ますので、開設指針の４項目目については４者とも適合するという判断をして

おります。 

 続いて３ページをごらんください。これは５項目目でございます。ここから

終了促進措置、いわゆる周波数移行に関する事項でございます。これは幾つか

項目がありますので細分をしておりますが、まず１つ目として、指針の５項目

目の最初のほうに、今回、引っ越しをしなければいけない無線局の対象局を列

挙しております。（Ａ）、（Ｂ）、（Ｃ）の３つございますが、（Ａ）がいわゆる電

子タグと呼ばれているものでございます。ＲＦＩＤというのが電子タグのこと

です。（Ｂ）がＭＣＡという業務用無線局のうち、いわゆる端末側です。車とか

に登載するほうの端末側の無線局が（Ｂ）でございます。（Ｃ）が、その相手、

いわゆる中継をする中継局のことでございます。今回、この３種類の無線シス

テムについて引っ越しをする。いずれにしても、この３つとも対象とする計画

を持っていなければならないというのが１つ目の基準となります。 

 結論から申し上げますと、各者、それぞれ３つのシステムについて終了促進

措置を講ずるという内容になっておりますので、適当と判断しております。実

際に、この終了促進措置を実施完了する時期につきましては、各者ともまちま

ちなところがございます。イー・アクセスについては管内ごとに達成時期がち

ょっと違っております。東名阪の部分については早目、平成２６年度中に完了
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する。四国、九州については平成２７年度中、それ以外は平成２８年度中とい

う格好になっています。 

 なお、電子タグのシステムについては免許が要るものと要らないものが混じ

っておりまして、免許が要らないものというのは逆にいうと利用者がよくわか

らないという特徴がございますので、イー・アクセスについてはこの特定小電

力無線局というのは免許が要らないものに関して、このうち製造業者が取り付

け工事をするもの以外はスケジュールにかかわらず対応を随時実施するという

ことで、後ほど基準Ａのところでその促進措置のやり方が出てまいりますが、

いわゆる売り切りというか、利用者が買ってそのまま持っていて、メーカーが

アフターケアしない形のものが多数ございまして、それについては、利用者の

要望があれば随時やっていくというような内容を記載しています。 

 ＭＣＡの端末のほうについても、イー・アクセスについては同様で、各管内

別に平成２６、２７、２８年度と随時完了していくというスケジュールになっ

ております。一方、ＭＣＡの中継をするところでございますが、平成２５年度

中に移行の措置を完了しておきたいという内容になっております。 

 ＮＴＴドコモについては、電子タグ、ＭＣＡの端末ともに平成２６年度中に

実施をしたい。ただし、全体的な割合としては平成２５年度末までに、いわゆ

る主要都市の部分については９割程度の実施は完了をしておきたいという内容

になっています。ＭＣＡの制御局については、イー・アクセスと同様に平成２

５年度中に移行を完了しておきたいとの内容です。 

 ＫＤＤＩグループにつきましては、こちらもＮＴＴドコモと似たような形で

ございますが、いわゆる中核都市の部分については平成２５年度中、それ以外

の各道県内は平成２６年度中の完了を目指しております。ＭＣＡの端末につい

ては若干時期が１年ほどずれておりまして、北海道、四国、九州、沖縄の管内

は平成２６年度中、それ以外のところは平成２７年度中となっております。こ
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れは逆にいうと、数の少ない地方のほうから先にやって、数の多いところは最

後までかかるだろうということだと思いますが、平成２７年度中に完了すると

なっております。ＭＣＡの制御局については、端末の動きがこういうブロック

別に分けていることも反映しまして、平成２６年度中、平成２７年度中と段階

的に制御局の移行を完了していきたいという内容になっております。 

 ソフトバンクモバイルにつきましては、電子タグについては平成２５年度中

の移行完了を目指す。そのうち約４割については平成２４年度中に実施を完了

したいという内容になっております。なお、イー・アクセスと同様、免許の要

らない特定小電力無線局のタイプにつきましては、平成２９年度まで申し出に

基づいて順次対応していくということでございますが、なるべく早く実施した

いということもございまして、平成２７年度末に７５％、平成２８年度末に８

５％の実施の完了を目指すという内容になっております。ＭＣＡの端末のほう

でございますが、こちらは平成２５年度中に移行を完了するということでござ

います。 

 ただし、ＭＣＡはアナログという古いシステムとデジタルという最近使って

いるシステム２種類が今、混在しておりますが、ソフトバンクモバイルについ

ては、いわゆる旧タイプのシステムのアナログについては平成２４年度末に実

施を完了しておくということで、アナログを先に終わらせて、デジタルを平成

２５年度中に完了するというシステムごとの対応の内容になっています。 

 制御局については平成２５年度中の完了ということで、この点はイー・アク

セス、ＮＴＴドコモと同様となっております。いずれにしても、この基準につ

いては、この３種類の無線局を対象とした終了促進措置の中身が書いてあるか

どうかということが絶対審査基準にございますので、いずれの４者とも記載を

されておりますので、絶対審査基準としては適当という判断をさせていただい

ております。 
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 次、４ページ目でございますが、移行に関連するものでございます。移行に

際して、開設指針の中で幾つかの手順を規定しております。その中のうちのも

のでございますが、認定日から６か月以内に終了促進措置の実施の概要を、免

許人等に周知するための措置を開始をしてくださいということ。また、同じ６

か月以内に、免許を持っている免許人の方あるいは登録を受けている方に対し

て、その実施の手順を通知をするということを指針に定めております。この内

容について記載をされているかどうかということがこの部分についての審査項

目になっています。 

 まず、イー・アクセスについてですが、実施概要の周知につきましては、６

か月以内に製造業者等を通じて郵送するほか、ＣＭ、雑誌等々によって周知を

開始するという記載がございます。実施手順の通知につきましても６か月以内

に郵送によって実施をするということを記載しています。 

 ＮＴＴドコモについてもほぼイー・アクセスと同様でございますが、平成２

４年６月にウェブサイトあるいは代理店、製造業者のウェブサイトあるいは広

報誌等によって周知を開始する。それと、実施手順の通知については、平成２

４年６月から書面によって通知を実施して、翌月７月末までに完了するという

内容でございます。 

 ＫＤＤＩグループについては、これは認定後４か月以内にインターネット、

報道発表等々によって周知をする。あるいは説明会の開催によって周知をした

いという内容です。あと実施手順の通知も、これも４か月目から、こちらのほ

うは郵送、電話、メール等により行って、６か月以内に完了するという内容に

なっております。 

 ソフトバンクモバイルについては、こちらも４か月以内に同じようにインタ

ーネット、説明会、郵送、チラシ等によって周知をまず行います。それと、実

施手順の通知については、４か月以内に郵送、電話等による実施手順の通知を
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実施して、６か月以内に全て完了するという内容になっております。 

 開設指針に照らし合わせ周知・通知の有無、それとそれを完了する時期、い

ずれも４者とも適合しているという判断をしております。 

 終了促進措置の関係で、５ページ目でございます。移行に関係する話で、こ

れはいわゆる中核になる部分でございますが、協議をするということが書いて

おります。実際に協議をするというのは、相手によって、協議のパターンが幾

つかございますので、３点記載をしております。 

 左側のほうをごらんいただきたいのですが、まず１つ目は、先ほど申し上げ

た実施概要の周知及び実施内容の通知を実際に行う前に、製造業者とあるいは

ＭＣＡについては中継をする免許人との間で事前に協議をしておいてください

となっております。周知・通知をすることに関する協議をするということが協

議の内容の１点目でございます。 

 ２点目が、実際に免許を持っているユーザーの方々、対象免許人等との間で

実際に行う措置の内容、実施時期あるいはその促進措置に関する費用の負担範

囲、その方法あるいは実施時期その他促進措置の内容についての協議を行うこ

と。これがいわゆる引っ越しの直接協議をするということでございます。 

 ３つ目が、先ほど事前に中継局の免許人とは周知・通知について協議をする

というようになっておりますが、中継局の免許人も実際に移行しなければなら

ないものですから、３番目で制御局の免許人との間では、１で定める協議と同

時に２番目と同じ内容、つまり促進措置の実施の時期あるいは費用負担、方法、

時期等について協議をする。それと併せて、中継のシステムがとまると端末の

ほうも使えなくなりますので、ＭＣＡの端末の無線局との間で、そのサービス

を停止する時期も含めて協議をするということが開設指針に記載をしておりま

す。 

 いずれにしても、この協議のやり方について指針に書いておりますので、こ
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の内容について記載があるかどうか。あるいは適切かどうかについて審査をし

ております。 

 まず、イー・アクセスでございますが、周知・通知の事前協議については、

事前協議を実施する旨明記しております。 

 ２つ目ですが、電子タグとの協議でございますが、平成２４年９月から先ほ

ど申し上げたように実際の終了措置の内容、実施時期、費用負担等々について

の協議を開始する。免許を持たない特定小電力無線局についても同様に協議を

するということでございます。 

 ただし、小売り製品の利用に対しては原則的に個別の協議は実施しないと書

いておりますが、これは個別の協議というのは協議を申し入れるということで

はなくて、後ほど出てきますが、いわゆる標準単価を決めて支払いをするとい

うことで、いわゆるひな形を準備しているということで、ゼロべースで協議を

しないという意味でございますので、協議に応じないという意味ではございま

せんので、そういう協議の仕方という趣旨でございます。 

 ３つ目が、ＭＣＡの端末局との協議は平成２４年９月から順次協議を開始す

る。制御局との協議は平成２４年３月から５月までの間に、元の周波数を用い

たサービスの終了時期も含めて協議を開始するという内容になっております。 

 ＮＴＴドコモについては、同じように事前の協議はする旨記載をしておりま

す。電子タグとの協議についても同様に協議を開始する旨記載があります。Ｍ

ＣＡの端末についても同様でございます。ＭＣＡの制御局についても同様でご

ざいます。 

 それとＫＤＤＩグループについても、ほぼＮＴＴドコモと同様の記載でござ

います。電子タグとの協議については実施方法、費用の負担の範囲、支払い方

法等についての協議を実施する。免許を持たない無線局についても同様の協議

を実施する旨記載がございました。あとＭＣＡの端末局との協議は設備の交換、
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可能時期、実施方法、実際に交換をする工法も含め、それと費用負担等々につ

いて協議を実施する旨明記をしております。ＭＣＡの制御局との協議について

は、新周波数への切り替え装置の開発とその工事及びスケジュール、それに伴

う費用負担等々について協議を実施する旨記載をしております。 

 ソフトバンクモバイルについては、周知・通知は３者と同様でございます。

それと電子タグについては認定後４か月以内に協議を開始する。免許付与につ

いても同様に協議を開始する旨記載がございました。ＭＣＡの端末局について

も、認定後４か月以内に協議を開始すると。制御局もほぼ同時に４か月以内に

旧周波数を用いたサービスの終了時期、移行方法、費用負担等について協議を

開始するという記載になっています。 

 ここの部分については、先ほどの周知・通知と違いまして、協議をいつまで

に開始しなければならない、あるいは協議をいつまでに終了しなければいけな

いという時期について、開設指針に基準はございません。協議をする旨記載を

しているかどうか。それで対象者の中に漏れがないかどうかというところが審

査のポイントになっておりますが、いずれの申請者も実施概要の周知、実施内

容の通知の前にそれぞれ協議をすることが全て記載をされておりますので、絶

対審査基準としては適合するという判断をしております。 

 それと、続きまして６ページ目でございます。こちらのほうはいわゆる透明

性の確保という形で開設指針を発表するときに、当初の案に一部修正を加えた

部分でございます。その中の部分でございますが、申請者は告示のときから認

定を受けるまでの間、引っ越しをしなければいけない相手方に対して、事前に

費用負担に関する協議、調整を一切行っていないということ。それと認定日か

ら１か月以内に窓口の設置をしなさいということが指針に記載をしております。 

 ４者とも事前協議はしておりませんということで、遵守をしている旨の明記

がございました。なお、本件に関しましては、検証としまして既存の無線局の
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免許人の幾つかのところに、この４者について問い合わせがあったかどうかを

確認しましたが、いずれの４者からも一切接触はなかったということの確認も

当方でとっております。 

 それと、窓口の設置につきましては、これはほぼ記載は同じようでございま

すが、１か月以内に電話及びメールによる専用の窓口を４者とも設置をすると

いうことを記載しております。ただ、それぞれの会社によって、実際にその窓

口の体制等々については若干人数の違いがございますが、人数そのもの自身は

ここでは審査対象でございませんので、窓口の設置の有無のみを確認をしてい

ます。 

 なお、実施に当たっては、各者ともマニュアルによる社内研修等を実施する。

あるいはＫＤＤＩグループについては、社内外の講師による対応訓練等を実施

する等によって窓口対応者の研修を行う旨の記載がございました。いずれにし

ても、この部分については、２つの点とも適合しているという判断をしており

ます。 

 ここまでが終了促進措置の内容になっておりますので、一旦ここで説明を中

断したいと思います。 

○前田会長 ありがとうございました。ここまでのところで、御質問、御意見

ございますでしょうか。 

 ４者とも、こうした特定基地局を開設していくだけの工事能力その他は十分

であるということですね。 

○豊嶋高度道路交通システム推進官 はい。また後ほど事業計画の資金面も含

めた適合性は改めて審査をしております。 

○前田会長 いかがでしょうか。特にございませんか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○前田会長 それでは、先に進めてください。 
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○豊嶋高度道路交通システム推進官 それでは、次ですが、基地局の整備計画

に関係する部分を、またひとまとめの部分について説明をいたしたいと思いま

す。 

 ページでいいますと７ページから１１ページまで説明を申し上げたいと存じ

ます。まず、７ページ目でございますが、特定基地局の設置に関係する要件で

ございます。これは開設指針の別表第２のほうに基準がございまして、その中

の１つ目でございますが、全ての都道府県の区域において特定基地局を整備す

る計画及びその根拠を有していることということが基準となっております。 

 各者とも特定基地局に関する開設計画の、具体的に年度ごとにカバーする市

町村数を計画として提出するということになっておりまして、全ての申請者が

提出しております。 

 イー・アクセスにつきましては、特定基地局の開設計画として全都道府県の

特定基地局の開設が完了するのが平成２５年度となっております。その下のほ

うは年度ごとの開設無線局数及び設置が行われた市町村数、いわゆる人口カバ

ーですね、カバーをした市町村数を累計で載せている表でございます。 

 ＮＴＴドコモについては、全都道府県への特定基地局の開設は平成２６年度

を計画しておりまして、具体的な計画はこの下のとおりでございます。 

 ＫＤＤＩグループにつきましては、平成２７年度に全都道府県への開設が行

われるという計画になっております。 

 ソフトバンクモバイルについては平成２４年度の段階で開設が行われるとな

っております。 

 この件に関して、８ページに続きがございまして、その特定基地局のうち、

いわゆるＬＴＥの基地局の開設の計画の部分でございます。全都道府県へのＬ

ＴＥ基地局の開設につきましては、イー・アクセスについては平成２９年度で

ございます。ＮＴＴドコモについては平成２７年度。ＫＤＤＩグループについ
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ては平成２８年度。ソフトバンクモバイルについては平成２６年度になってお

りますが、それぞれ下の表のとおり、毎年度積み上げていくという計画をそれ

ぞれ有しております。 

 なお、審査対象そのものではございませんが、屋外に設置をする基地局以外

で、例えばフェムトセルと呼ばれている屋内にエリアの拡充をする補助的なも

の、これは義務的なものではございませんが、イー・アクセスについては将来

的にはそういうものの設置を検討していきたい。ＮＴＴドコモについてはエリ

ア拡充によってそれを設置する場合がある。ＫＤＤＩグループも同様の記載で

ございます。ソフトバンクモバイルについては、平成３４年度までにＨＳＰＡ

＋方式及びＬＴＥ方式に対応した屋内基地局を約２,６１０局の開設を計画し

ている。さらにほかの開設も予定をしている場合ということになっています。 

 この部分は設置を義務つけている部分ではございませんので、あくまでも参

考の記載でございますが、いずれにしても、特定基地局の全都道府県への設置

という基準に関しては４者とも適合している。並びにその具体的な計画を有し

ておりますので、基準を満たしているという判断をしております。 

 続いて９ページ目でございますが、その特定基地局の設置につきまして、そ

の円滑な整備のために設置場所の確保あるいは無線設備の調達及び整備に関す

る業者との協力体制の確保及びその根拠を有しているかどうかということが、

開設計画の認定の要件の１つとなっております。 

 イー・アクセスにつきましては、設置場所の確保に関しては、設置場所の確

保により新設をする。新しく建てるということにより基本的に対応する。ただ

し、一部約２,４００局については既存の基地局に併設をするということで対応

したい。実績として過去約５,５００局の新設の実績がございます。イー・アク

セスにつきましては、無線設備も小型軽量化を実現しており、併設がしやすい

環境を既に整備をしているという内容になっております。 
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 それと無線設備の調達に関しては、９００ＭＨｚ帯ＨＳＰＡ＋の設備につい

ては、開発は既に完了しており、平成２４年１２月の運用開始に間に合うよう

に調達が可能であるという旨の記載になっております。 

 ＬＴＥについてはＨＳＰＡの設備への一部設備の追加等により対応が可能と

いうことで、平成２６年度末に開発を完了して、平成２７年度から調達をする

計画を有しております。なお、整備に当たっての業者との協力関係については、

既設の基地局の整備に関する工事協力会社を活用していくということでござい

ますので、当然工事実績もあるという内容になっております。 

 ＮＴＴドコモにつきましては、設置場所の確保については既存基地局への併

設により対応をするということを基本としております。どうしても併設する場

合は、重量が重過ぎるとかスペース面で問題がある場合については、新設を別

途考えるという内容になっております。 

 また、平成２４年４月以降に撤去するＰＤＣ基地局約１万７,０００局ありま

して、いわゆる第２世代の携帯電話は３月末までに終了いたしますので、ＮＴ

Ｔドコモについては、その古い第２世代の携帯電話の基地局のスペースを主に

活用して実施をするという内容にしております。 

 無線設備の調達については、ＬＴＥの設備については既存のＬＴＥ設備の技

術をもとに無線部分の置きかえが対応可能となるので、運用開始時期までに導

入は可能ということで、既にサービスを実施している事業者でございますので、

こういう調達方法を考えています。 

 業者との協力体制はイー・アクセスとほぼ同様でございまして、整備に関す

る既存の工事協力会社を活用していくということで実績等の添付がございまし

た。 

 ＫＤＤＩグループにつきましては、既設の基地局への併設によりＮＴＴドコ

モと同じように対応していく。こちらのほうは平成２４年７月以降に撤去する
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ｃｄｍａＯｎｅ等の基地局、同じように第２世代の携帯電話のサービスがＫＤ

ＤＩグループについても終了いたしますので、ここもＮＴＴドコモと同様に、

それによって撤去される基地局約１万５,０００局ございますが、このスペース

を主に活用して整備をするという内容になっております。 

 無線設備の調達については、ＬＴＥの設備については平成２４年３月までに

調達先を決定するとともに、既存ＬＴＥ設備の調達先と共同開発実績を活用し

て短期間で導入が可能という内容になっております。 

 業者との協力体制は２者と同様でございます。 

 ソフトバンクモバイルについては、設備場所の確保については既存基地局へ

の併設約２万２,０００局でございますが、それと、設置場所を新たに確保する

約２万局、これの２つによって対応する。新設設置場所の選定については完了

しており、地権者の交渉については着手が済んでおり、一部ですが約５,０００

カ所については内諾をとっているという状況になっているということでござい

ます。 

 既存無線設備の空きスペースの利用及び設備の小型軽量化等によって、併設

をする場合のスペース増加を抑制することによって、併設にも対応していくと

いう内容になっています。 

 設備の調達については、９００ＭＨｚ帯のＨＳＰＡ＋の設備については、ベ

ンダとの具体的な調達内容について協議を進めているために、速やかに調達が

可能であり、ＬＴＥについては、ＨＳＰＡ＋の設備への一部設備追加によって

対応可能ということでございますので、平成２５年度より調達を実施するとい

う内容でございます。 

 業者との協力体制については、他の３者と同様の内容になっております。 

 従いまして、この基準については設置場所の確保、調達、業者との協力体制

の確保に関する計画をそれぞれ４者とも有しており、それぞれ具体的な内容も
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記載がございますので、かつ実績もあるということで、適当という判断をして

おります。 

 次に、１０ページ目でございますが、申請者が設置しようとする設備に関す

る技術的な検討、実験あるいは標準化等の実績又は計画を有し、かつ特定基地

局の運用に必要な設備の調達、工事、運用、保守に関する計画の根拠を持って

いるかどうかということです。いわゆる技術能力の審査の部分でございます。 

 イー・アクセスについては、技術検討・実績・標準化等の部分については、

ＨＳＰＡ＋技術について、既存周波数帯でのサービス運用実績はまず実績とし

ております。ＬＴＥ技術について、既存周波数対応を含めて実証実験を行った

実績も併せて有しております。９００ＭＨｚ帯ＨＳＰＡ＋設備については、平

成２４年４月から、ＬＴＥについては平成２６年１０月からそれぞれ実証実験

を開始する予定でいます。 

 標準化に関しては、標準化団体における移動通信システムの活動実績を有し

ており、引き続き活動を行う予定ということで、実績の添付がございました。 

 電気通信設備の調達の関係でございますが、交換設備、ここは無線機だけで

はなくて電気通信設備全般でございます。交換設備については現行サービスの

ものを活用するほか、利用者の増加に伴い増設を実施します。伝送路について

は現行サービスの回線を活用可能なものは重畳し、必要に応じて増速を実施す

るほか、新規の回線の調達を実施する。端末設備については、複数のベンダか

ら調達を実施し、既に９００ＭＨｚ帯対応の端末は海外では広く利用されてい

るということから、平成２４年度中に端末の開発を実施します。ＬＴＥ対応の

端末については平成２６年度末までに製品化をすることを計画しているとして

おります。 

 １１ページに先に飛んでしまいますが、電気通信設備の保守・運用に関して

は、現行サービスの運用・保守に従事する技術要員の活用等を実施するという
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内容になっております。 

 ＮＴＴドコモについてですが、１０ページにお戻りいただきたいのですが、

技術検討・実験・標準化等の部分について、まずＬＴＥについては既存周波数

帯で既にサービス運用をしているという実績がございます。ＬＴＥの設備につ

いても、同じように平成２４年度から実証実験を開始する予定でございます。 

 標準化等の部分については活動実績を有しており、引き続き活動を行ってい

く予定ということで実績添付がございました。 

 電気通信設備の調達・工事ですが、交換設備については現行サービスのもの

を活用するほか、将来的な話ですが、Voice over LTE、音声についてもＬＴＥ

を使うという技術の導入や、ネットワークのＩＰ化に伴う設備変更を実施して

いく。伝送路設備については必要に応じて増速の実施。端末設備については複

数のベンダが調達を実施し、一部が既に海外向けに９００ＭＨｚ帯ＬＴＥ端末

を販売しているということから、短期間で調達を実施するという内容になって

おります。 

 保守の関係については、ＮＴＴドコモについては先ほど申し上げた第２世代、

ＰＤＣサービスの終了が行われますので、ＰＤＣサービスの終了に伴う稼働減

少を考慮しまして、現行サービスの運用保守に従事する技術要員によって９０

０ＭＨｚ帯については対応していくという内容になっております。 

 ＫＤＤＩグループについては、ＬＴＥ技術については既存の周波数帯での実

証実験の実績があります。それと、９００ＭＨｚ帯のＬＴＥの設備については、

平成２４年度に５ＭＨｚ幅、平成２６年度に１０ＭＨｚ幅及び１５ＭＨｚ幅で

の実証実験を開始する予定でおります。 

 標準化団体における活動等については、イー・アクセス、ＮＴＴドコモと同

様の内容となっております。 

 設備の調達・工事については、交換設備についてはイー・アクセスと同様の
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内容となっており、必要に応じて増設を実施する。伝送路設備についても同様

でございます。端末設備については、複数のベンダが調達を実施し、既存帯域

でのＬＴＥ端末の開発実績を活用して、平成２４年度中に５ＭＨｚ幅、平成２

６年度中に１０ＭＨｚ幅及び１５ＭＨｚ幅に対応した端末の開発を実施してい

きたいという内容になっております。 

 技術の運用・保守に関しては、これらもＮＴＴドコモと同様にｃｄｍａＯｎ

ｅ等のサービス終了に伴う稼働減少や保守の効率化等を考慮し、今のサービス

保守に従事する技術要員によって９００ＭＨｚ帯については対応していく内容

となっております。 

 ソフトバンクモバイルについては、技術検討・実験・標準化等については、

ＨＳＰＡ＋の技術については既存周波数でのサービス運用実績がございます。

ＬＴＥについて、既存周波数帯を含めて実証実験を行ったという実績がござい

ます。９００ＭＨｚ帯のＨＳＰＡ＋の設備については、実証実験を既に実施済

みとなっております。 

 標準化団体等における活動については、他の３者と同様の内容となっており

ます。 

 電気通信設備の調達・工事に関係しました交換設備に関しても同様の記載と

なっております。伝送路設備についてもほぼ他の３者と同様の記載となってお

ります。端末設備については、既存端末で既に９００ＭＨｚ帯で対応している

ものを技術基準適合証明の取得等によって活用するということのほかに、複数

のベンダから調達を実施して、平成２４年度中に製品化をする。ＬＴＥ対応端

末については平成２６年度からのサービス提供に向け、技術検証を実施してい

るというところでございます。 

 電気通信設備の運用・保守に関しましては、現行サービスの運用・保守に従

事する技術要員によって対応するということでございますが、基地局の数の増
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加に応じて体制の見直しを適宜実施するという内容となっております。 

 この４者ともこの部分の開設指針に定めた基準には適合する。それとその根

拠を有しているという判断をしまして、４者とも申請内容については適合する

という判断をいたしたところでございます。 

 ひとまず以上でございます。 

○前田会長 ありがとうございました。ここのところで御質問、御意見ござい

ますでしょうか。 

 ７ページの開設計画の欄の数字を見ると、ソフトバンクモバイルだけ平成２

４年度にいきなり１万５,０００というふうに出ていますが、これに対しても十

分な根拠があるということですか。 

○豊嶋高度道路交通システム推進官 はい。この計画と９ページの設置場所の

確保の中身とのセットで判断する内容かと思いますけれども、それぞれ併設及

び新設に対して、例えば新設であれば地権者との交渉は既に５,０００カ所で終

わっている等の準備をしているということで、この計画中の数字を裏づける内

容となっているという判断をしております。 

○前田会長 当面は併設が多いので大丈夫だと、そういうことですね。 

 いかがですか。 

 無いようですので、その次に進んでください。 

○豊嶋高度道路交通システム推進官 続きまして、絶対審査基準の残りの部分

についてまとめて説明したいと思います。ページでいうと１２ページから１７

ページまでの部分でございます。 

 １２ページでございますが、まず、上段のほうでございます。これはいわゆ

る無線従事者及び電気通信主任技術者の配置の計画についての審査事項でござ

います。開設指針におきましては、関係法令の規定に基づいて、無線従事者の

配置方針並びに電気通信主任技術者の選任及び配置に関する計画及びその根拠
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を有していることということが内容となっております。 

 イー・アクセスについては、無線従事者については現行サービスに従事する

選任者により特定基地局も運用をしていく。有資格者の積極採用と社内での資

格取得支援制度等により、さらなる増員を図っていく。電気通信主任技術者に

ついては、同様に現行サービスに従事する選任者により基地局も運用する。そ

れと同様の話で、さらなる増員を図る内容になっております。 

 ＮＴＴドコモにつきましては、現行サービスによって運用するという点は無

線従事者、電気通信主任技術者とも同様でございますが、無線従事者に関しま

してはこれも、ＰＤＣサービスの終了に伴う稼働減を考慮しまして、現状規模

を維持するということで十分という判断をしております。 

 ＫＤＤＩグループについては、現行サービスに従事する選任者の効率的な配

置によって運用していくという点は、無線従事者及び電気通信主任技術者とも

に同様でございます。講習会等によりさらなる増員を図っていくということも

併せて記載をしております。 

 ソフトバンクモバイルにつきましては、現行サービスに従事する選任者によ

り特定基地局も運用していくという点も同様でございます。あと、資格取得支

援制度により、さらなる増員を図るという点も同様な記載でございます。 

 ４者ともいずれにしても、無線従事者及び電気通信主任技術者の配置の計画

を有し、その根拠となるものも運用を実施する旨の記載がございましたので、

適当と判断をしております。 

 それとその下段でございますが、こちらのほうは指針の５つ目の点でござい

ますが、天災その他の災害及び事故の発生時における設備の障害、通信の輻輳

を防止し、あるいは最小限に抑えるための措置に関する計画及びその根拠を有

しているかどうかという内容でございます。 

 各者、既存事業者でございますので、従前のものに加えて、さらなる措置を
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記載しております。イー・アクセスについては、災害時に大ゾーン化をするこ

とによって広域をカバーすることができる基地局を設置するとともに、蓄電池

の長時間化等を実施する。都道府県庁等中核地域に係る基地局のバッテリーの

長時間化及び伝送路回線の冗長化を実施する。自然エネルギーを利用した基地

局向け電源設備を導入し、検証を実施していき、災害時等にパケット通信より

音声メッセージを送信するサービスを開発するという内容でございます。 

 ＮＴＴドコモについては、車載型基地局を増強する。それと、大ゾーン基地

局を新たに設置するとともに、無停電対策あるいは伝送路の二重化を実施する。

非常用の伝送路として、衛星回線及び陸上無線回線を配備する。都道府県庁等

重要拠点に係る基地局バッテリーの２４時間化を図る。あるいは重要設備の地

理的な分散の実施あるいは交換機の多重構成の実施をする。災害時にパケット

通信により音声メッセージを送信するサービスを開発するという内容になって

おります。 

 ＫＤＤＩグループについては、車載型基地局の増強及び可搬型基地局を新た

に配備をする。非常用の伝送路として衛星回線及び陸上無線回線の増強を図る。

移動電源車及び非常用発電機の増強、４点目はVoice over LTEを導入する際に

は、災害時等に特定サービスのパケットを優先転送する機能を具備するという

ことを計画をする。あるいは複数の給油会社と優先給油契約を締結する。監視

拠点のバックアップ体制を構築し、地域補修拠点ごとに監視を実施可能な体制

を整備したいということでございます。 

 ソフトバンクモバイルについては、車載型基地局の増強、可搬型基地局を新

たに配備する。都道府県等重要拠点に係る基地局のバッテリーの２４時間化を

図る。燃料貯蔵施設の新設及びタンクローリーの配備、それと非常用小型発電

機の増強を図る。保守運用拠点の増設と災害用資材等のための倉庫を新設をす

るという内容となっています。 
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 いずれの申請も、中身は各者とも若干違いがそれぞれございますが、いずれ

も災害・事故の発生時における障害対策等についての計画を有しており、その

計画を順次実施をしていくという内容となっておりますので、ここの部分につ

いては絶対審査基準として適合するという判断をしております。 

 続きまして１３ページ目でございます。こちらは資金確保、いわゆる事業計

画に関係する部分でございます。特定基地局の運用による電気通信事業に要す

る費用に充てる資金の確保に関する計画及びその根拠を有しており、かつ当該

電気通信事業に係る損益に関する年度ごとの見通しにおいて、利益の生じる年

度があることということが指針の基準となっております。 

 イー・アクセスにつきましては、設備投資の額として平成３４年度までの累

計として、９００ＭＨｚ帯の基地局設備で約１,４４２億円の設備投資を計画し

ております。これも含めました資金調達として、１つ目は２,１００億円の優先

株式を発行するという内容となっております。これにつきましては、引き受け

についてコミットメント・レターが添付されておりました。あと銀行借入で１,

８００億円の調達がございます。これについては、借り入れをする銀行からの

関心表明書の添付がございました。あとその他に端末の割賦販売、リース会社

へ端末を売却して、割賦購入によって資金調達をするという部分が１,２００億

円強。あるいはＥＣＡと書いてありますが、公的輸出信用機関、外国から設備

を輸入するときに、その海外の政府から信用保証を受けるという制度がござい

まして、これによってのファイナンスが４１６億円ということで、これも関心

表明書の添付がございました。正確に申し上げますと、この設備投資に、後ほ

ど説明しますいわゆる引っ越し代金２,１００億円と記載しておりますので、こ

の加えた部分の資金調達の内容となっておりますが、これにつきまして必要な

投資に対する資金調達の記載がございます。 

 それと、損益については、認定の有効期間中、平成３４年度までのいずれの
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年度においても、当期損益としては黒字の計画を提出しております。 

 ＮＴＴドコモですが、設備投資は平成３４年度までの累計として９００ＭＨ

ｚ帯としては２,３１３億円を計画しております。資金調達としましては、電気

通信事業等からの資金収支により調達をする。利益剰余金が現在約３兆８,１３

２億円あるということが、平成２３年度の第２四半期報告書によって確認して

おります。 

 それと損益については、認定の有効期間中のいずれの年度においても、営業

損益は黒字という内容の計画が提出されております。 

 ＫＤＤＩグループについては、設備投資額が約２,５３６億円となっておりま

す。資金調達については資金収支より調達をするということで、利益剰余金が

約１兆８,１２５億円と、これはＫＤＤＩになっております。４３６億円、こち

らは沖縄セルラー電話の額でございますが、これも第２四半期報告書にて、そ

の金額を確認をしているところでございます。 

 損益については、他の２者と同様に、認定の有効期間中のいずれの年度にお

いても、当期損益は黒字という内容となっております。 

 ソフトバンクモバイルについては、９００ＭＨｚ帯の設備投資が８,２０７億

円となっております。資金調達として電気通信事業等からの資金収支により調

達をするということで、利益剰余金が約６,７０４億円の記載がございます。こ

れは平成２２年度の有価証券報告書によって確認をしております。このほかに

親会社からの貸付が３,０００億円の計画がございます。貸し付ける親会社の預

金等残高証明書及び貸付に関する取締役会の議事録の添付がございました。 

 そのほかにいわゆる設備のファイナンスで約９７８億円の調達をするという

ことで、こちらは関心表明書の添付がございました。 

 損益について、他の３者と同様に、認定の有効期間中はいずれの年度におい

ても、当期損益は黒字という結果が出されております。 
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 従いまして、いずれの４者とも事業に要する費用に充てる資金の確保に関し

ては、必要な設備投資に対応する資金調達の計画がございまして、なおかつ資

金調達のうち、外部調達をする部分については、関心証明書あるいはコミット

メント・レター等によって、外部調達をする先の意思表明が添付されていると

いうこと。それと、開設指針における基準、いわゆる認定の有効期間中に利益

の生じる年度があるということに関しましては、全者とも認定の有効期間中、

どの年度においても黒字という結果が出されておりますので、提出されている

計画に基づいて判断したところ、絶対審査基準としては適合しているという判

断をいたしております。 

 １４ページでございますが、こちらのほうは法令遵守等の関係でございます。

法令遵守のための体制の整備、それと個人情報保護のガイドラインを総務省の

告示で定めておりますが、これに適合した個人情報保護のための体制の整備あ

るいは電気通信事業の利用者の利益保護のための体制の整備の計画、それと根

拠の有無でございます。いわゆるコンプライアンス、個人情報、苦情・問い合

わせの処理の体制の３点でございます。 

 イー・アクセスについては、コンプライアンス体制については社内委員会、

相談窓口の設置、社内規程、運用手引を策定して、申請書に添付がされており

ます。社員・業務委託先にも教育、研修等を実施しております。反社会勢力へ

の対応についても、社内規程を策定しております。 

 個人情報保護の体制については、個人情報保護ガイドラインに基づき社内規

程を策定しており、申請書に添付がございました。個人情報を含む情報セキュ

リティ対策を実施しております。 

 苦情・問い合わせ処理の体制については、カスタマーセンター、イー・モバ

イルショップ等で対応し、オペレーターのモニタリング、トレーニング等を実

施をする等の対策をとっております。 
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 ＮＴＴドコモについては、コンプライアンス体制についてはイー・アクセス

とほぼ同等の内容となっており、いずれにしても社内規則等については全て申

請書に実物が添付されております。 

 個人情報の保護についても同様となっておりまして、社内規程については申

請書に添付がございました。 

 それと、苦情・問い合わせの処理の体制は、インフォメーションセンター及

びドコモショップ等で対応するということでございます。 

 ＫＤＤＩグループについては、コンプライアンス体制については、ほぼ同様

の内容としていまして、行動指針を策定しているということで申請書に添付が

ございました。 

 個人情報保護の体制については他の２者と同様でございまして、社内規程を

策定しているということで、申請書に添付がございました。 

 苦情・問い合わせ処理の体制については、お客様センター及び自動音声、ウ

ェブ等による無人対応等で対応しているということでございます。 

 ソフトバンクモバイルについては、コンプライアンス体制についてはＣＣＯ

を選任するということと、相談窓口の設置、社内規程・運用手引の策定という

ことで、他の３者と同様に申請書に添付がされております。その他の記載事項

もほぼ他の３者と同様でございます。 

 それと、個人情報保護の体制については同様で、他の３者と同様に社内規程

の策定ということで申請書に添付がございました。 

 苦情・問い合わせの処理等の体制でございますが、カスタマーサポート拠点

で対応あるいは販売代理店との苦情等に対応するケアセンターを設置をしてい

るという内容でございます。 

 いずれもこの３点、コンプライアンス、個人情報保護、苦情・問い合わせの

処理体制についての計画を有して、その根拠となる添付書類もございましたの
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で、４者とも適合するという判断をしております。 

 次に１５ページ、上段でございますが、既存無線局の運用と、混信防止に対

応するための体制の有無でございます。既存無線局の運用及び電波監視を阻害

する混信その他の妨害を防止するために、妨害の防止に係る対応を行う窓口の

設置、特定基地局の設置前に設置に係る情報交換もしくは協議の実施、また、

妨害を防止するための特定基地局の設置における無線設備へのフィルタの追加

もしくは無線局の設置場所あるいはアンテナ、空中線の指向方向の調整等の実

施による干渉の改善等の措置を行う契約及びその根拠を有すること。いわゆる

他の無線局に妨害を与えないための手順、体制あるいは技術の対応があるかな

いかということが審査の内容となっております。 

 イー・アクセスについては、干渉調整の窓口を通して調整を実施する。あと

サイトエンジニアリングといって、空中線のアンテナの方向・指向性の調整を

実施をしております。あとフィルタの追加を実施する。以上、申し上げた点に

ついて既に実績があるという内容となっております。 

 ＮＴＴドコモについては、イー・アクセスとほぼ同様の内容となっておりま

して、窓口、サイトエンジニアリングやフィルタの追加等の実施を記載をして

おります。 

 ＫＤＤＩグループについても同様の記載でございます。 

 ソフトバンクモバイルについても、ほぼ同様の記載でございますが、上から

３つ目までは同様でございます。ポツの４つ目でございますが、技術基準より

さらに厳しい規格の無線設備の導入を図る。あるいは干渉となる他の無線局の

周辺を物理的または電磁的な遮蔽物でシールドをするという対策を措置をする

ということも加わっておりまして、この２点も加えまして実績があるという内

容となっております。 

 従いまして、４者ともいわゆる混信防止に対する体制、対策及び技術的な実
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績等も有しておりますので、４者ともこの基準には適合するという判断をして

おります。 

 下段でございますが、これは移行措置の最低額１,２００億円を負担すること

が確実であることというのが基準として記載をされておりますが、絶対審査基

準でございました１,２００億円というのが最低額となっておりますので、その

１,２００億円を確保できるかということでございます。 

 負担可能額は冒頭に説明がありましたとおり、４者とも２,１００億円以上の

金額が提示されておりますので、金額としては１,２００億円以上であるのは間

違いございません。 

 それに伴う資金確保でございますが、先ほど事業計画で申し上げたところと

一部重複しますが、イー・アクセスについては優先株式、先ほど申し上げた２,

１００億円、あと現在の現預金３７８億円、これは預金残高の証明書の添付が

ございました。これをもって負担可能額として提出された２,１０９.０４億円

の確保はできる内容となっております。 

 ＮＴＴドコモについては、利益剰余金３兆８,１３２億円をもって資金の確保

に充てる内容となっております。 

 ＫＤＤＩグループについても同様で、利益剰余金１兆８,１２５億円及び４３

６億円、これは沖縄セルラー電話の分でございますが、これによって充てる。 

 ソフトバンクモバイルについては、負担可能額２,１２２.５億円でございま

す。資金確保については利益剰余金６,７０４億円を充てますが、さらに親会社

貸付金３,０００億円ということで、これは先ほど事業計画と同じ記載の部分で

ございます。親会社の預金残高証明書、それに関する取締役会の議事録等の添

付がございました。 

 いずれの４者とも最低金額１,２００億円を上回っておりまして、その１,２

００億円を上回る金額について確実に確保する方法が具体的に示されているた
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め、これは４者とも適合するという判断をしております。 

 １６ページ目、上段でございます。これは携帯無線通信を行う無線局の周波

数に係る電波の能率的な利用を確保するための取り組みでございます。いわゆ

る携帯電話システムの高度化・高能率化を図る計画があるかどうかという部分

でございます。結論から申し上げると各者ほぼ同様の取り組みをしている、あ

るいは取り組みをする予定ということになっております。 

 イー・アクセスについては、セルを小さくする小セル化、あるいは６セクタ

化、セクタというのは１つの携帯電話のセルを分割して使うという技術でござ

いますが、６セクタ化の実施。あるいはVoice over LTE、音声をＬＴＥで送信

する技術の導入について検討する。あるいは既存の周波数とあわせたロードバ

ランス、負荷分散で制御をするということを実施する。あるいはセルとセルの

間の干渉制御の実施等のそれぞれの技術の導入を実施しているということでご

ざいます。 

 ＮＴＴドコモについても、ほぼ同様のものでございますが、２つ目まではイ

ー・アクセスと同様でございます。３点目ですが、キャリアアグリゲーション

ということがございます。ＬＴＥの搬送波を複数同時に使用する技術。いわゆ

る飛び飛びになっている電波帯を束ねて送信をして、高速化するというキャリ

アアグリゲーションという技術がございますが、この技術を導入していくとい

う内容を書いております。 

 ＫＤＤＩグループについては、小セル化。Voice over LTEは同様でございま

す。ＮＴＴドコモと同様にキャリアアグリゲーションの導入についての検討を

する旨の記載がございました。そのほかに、ヘテロジニアスネットワークとい

って、大小の基地局を組み合わせる、基地局の大きさが違うものを組み合わせ

る技術の導入を行う。それと、フェムトセルで基地局を活用していきたいとい

う内容でございます。 
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 ソフトバンクモバイルについては、他の３者とかぶるところが多うございま

すが、小セル化、６セクタ化、Voice over LTEの導入についての検討、あるい

は既存周波数とあわせたロードバランスの制御を実施する。基地局のエリアの

最適化あるいはフェムトセル基地局の活用となっております。 

 いずれの申請者も、電波の能率的な利用を確保するための具体的な取り組み

の計画を持っております。その根拠として導入に関する技術的説明が付されて

いるということでございますので、４者ともこの基準には適合するという内容

となっております。 

 その下でございますが、開設指針に定めている絶対審査基準の最後の基準と

なっております。ちょっと字が小さいところでございますが、これは申請者自

身に関係する要件でございます。たくさん書いておりますが、簡単に言うと、

１つ目の丸が１人で２つ以上申請していないかどうか。２つ目は申請を行って

いる法人または団体の役員が他の計画の申請をしていないかどうか。３点目が、

申請者が法人または団体である場合にあっては、その役員が逆に申請をしてい

ないかどうか。４つ目が、法人または団体が申請者である場合に、その法人と

団体と関係する会社が申請をしていないか。３分の１の出資関係にある会社が

申請をしていないかどうかという部分が、ちょっといろいろなパターンを書い

ているので非常に細かくなっておりますが、そういう関係会社が申請していな

いかどうかということでございます。 

 いずれもこの４項目照らし合わせておりますが、今回は４者の申請でござい

ますので、この４点の部分については、いずれも合致する部分はないというこ

とでございます。いずれの申請者も申請者に関する要件は満たしているという

ことでございますので、この部分は適合するということでございます。 

 最後１７ページをごらんください。電波法の認定の規定に基づきますと、開

設指針に適合しているということのほかに２点ございます。開設計画が確実に
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実施される見込みのあることというのが電波法の第２７条の１３第４項第２号、

それと開設計画に係る通信系に含まれる全ての特定基地局について、周波数の

割当てが可能であるということが認められるかどうかということが、同項の３

号に規定をしております。 

 この点は既にこれまで申し上げた計画の中で記載をされておりますが、改め

まして２つ目の計画の実効性の確実性については、特定基地局の整備の内容、

それと資金調達の部分、社内体制の整備等、開設計画について、内容が実績も

あるいは根拠も含めて記載をされているということでございますので、計画が

確実に実施される見込みが４者ともあるという判断をしております。 

 それと、申請の中身は割当可能かどうかについては、今回、申請は割当計画

で示された１５ＭＨｚ、９４５～９６０ＭＨｚの周波数を希望している内容で

ございます。それと、その周波数は平成２４年７月２５日以降から使用できる

ということが割当計画に書いております。実際に特定基地局を運用する日時が

全て７月２５日以降となっておりますので、割当が４者とも全て可能であると

いう判断をしております。よって絶対審査基準につきましては、以上の部分も

含めまして全て適合しているという判断をしたところでございます。 

 以上よろしくお願いします。 

○前田会長 ありがとうございました。 

 それでは、今の１２ページから１７ページのところで、御質問、御意見ござ

いますでしょうか。 

○山本委員 よろしいですか。直接、本件と関わらないかもしれませんが、１

２ページの天災等への対応のことですが、これは東北大震災のことがあって、

総務省の中でも何か研究会等を行っていますよね。何かそれを反映した内容に

なっているとか、そういうことはあるのですか。 

○桜井総合通信基盤局長 検討会を開いて、昨年１２月末にまとめております。
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それも主として通信事業者に入っていただいて、震災による通信網の被害状況

であるとか、復旧状況であるとかという、その経験に照らしてどういうことを

やっていきたいというような議論を踏まえてつくっております。 

 そういう意味では、ここに書いてある大ゾーン化を図るとか、特に、今回の

震災で通信網が途絶した大きな理由が、電源が喪失してしまった、あるいはバ

ッテリー、予備の発電機に対する給油が迅速にできなかったというようなこと

があって、そういう意味でこの蓄電池の長時間化ですとか、大ゾーン化ですと

か、あるいは災害時にパケット通信による音声メッセージを送信するという、

このＮＴＴドコモのものがありますけど、そういった対応ですとかというのは、

その報告書にも盛られておりますし、現に各者それぞれ取り組みを始めている

ところであります。 

○山本委員 各社で違うというのは、やはり各社でそれぞれいろいろ模索をし

ているというかそういう事情が……。 

○桜井総合通信基盤局長 そうですね。網羅的に書いたかどうかというのはあ

ろうかと思いますけれども、結構そういう意味では共通化しているところが多

いのではないかというようには思いますけれども。 

○前田会長 ほかに。 

 １３ページの資金調達の話では、１者だけ資金調達が外部からの借り入れに

頼るということで、これだけの額を借りて、特に先行的に費用が出ていくとい

う構図なんですけれども、それでも当期損益が全部黒字で推移すると、そうい

う確認をしているということなんですか。 

○豊嶋高度道路交通システム推進官 その意味では２点確認をしています。ま

ず、資金調達として書いてあるものがきちんと調達できるのかというのが、そ

もそもまずあった上で、それを前提とした収支がどうかということでございま

すので、いずれも計画を見ますと、これを前提として、認定を受けた翌年度、
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平成２４年度から当期損益が黒になるとされております。 

 正確に申し上げますと、やはり最初に借り入れをしてスタートするわけです

ので、最初の当期損益は小さ目でありまして、徐々に返済あるいは設備投資に

伴う収益の増加に伴って当期損益がだんだん増えていくという内容でございま

すが、平成２４年度の段階から当期損益が黒字であるという内容になっており

まして、添付されている資料を検証しておりますが、その前提となる事象につ

いて漏れがあるかどうかについても、特に我々としては漏れがない上で計算さ

れたものと判断しておりますので、計画の中身は適切であるという判断をして

おります。 

○前田会長 それだけ早目に需要がつくという計画になっているということで

すか。 

○豊嶋高度道路交通システム推進官 そういう意味では、収入に該当する部分

の増加も当然当期損益に貢献する分でございますので、契約数についても９０

０ＭＨｚ帯の割当てがあった場合については、それに伴う契約数の増というも

のを当然見込んだ上での計画になっているようでございまして、その数字自身

が現実的にどうなるかは別でございますけれども、その見積もりをもとにした

収益に基づいて当期損益が黒になるという内容になっております。 

○鈴木電波部長 追加で１つ。そのような意味では、この新しく追加される周

波数だけの事業というのは特別に抜き出せませんので、新しく追加された周波

数と今持っている周波数で行っている事業とを併せて、きちんと会社として黒

字を出していくというのが、ここで黒字を計上しているという趣旨になります。 

○前田会長 はい。 

○山本委員 今のページでよろしいですか。設備投資の額、平成３４年度まで

の累計がＮＴＴドコモとＫＤＤＩグループはほぼ同じなんですが、他の２者は

高いほうと低いほうでかなり差が出ていますね。これはどういう理由なんです



-45- 

か。 

○豊嶋高度道路交通システム推進官 これは今月１０日に申請書の概要を公表

したときの数字そのものでございますが、会社の特徴を申し上げますと、簡単

にいうと要点は２つございます。 

 １つ目は、基地局の設置計画であったように基地局の数そのもの自身がまず

違うという点があります。イー・アクセスについては、約１万５,０００局を最

終的に整備する。ソフトバンクモバイルについては約４万２,０００局を整備す

るということで、まず数が違うというのが第１点目でございます。 

 ２つ目が、これはちょっとこの資料上載っておりませんけれども、その基地

局を整備するのに必要な無線機の代金、いわゆる単価について、実際に調達先

が違うものでございますので、その影響かと存じます。 

 イー・アクセスについては、調達するＬＴＥ設備の機器についてはソフトバ

ンクモバイルに比べて単価が安い。ですから、基地局の数が少な目で単価が安

いので、設備投資額については軽くなっているということでございます。その

２つの要因が大きく差となってあらわれたものと考えております。 

○前田会長 よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○前田会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、その次に進みます。 

 

（２）競願時審査基準について 

 

○豊嶋高度道路交通システム推進官 それでは、続いてでございますが、先ほ

どの絶対審査基準の部分について、いずれの４者とも適合するという形になり

ましたので、冒頭の概要の説明のとおり、競願時審査基準のほうに審査を進め
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ていく形になっております。 

 １８ページが、競願時審査基準として開設指針に定めた２つの基準の審査結

果でございます。第１、第２の基準がございますので、この２つの基準につい

て、まず、説明をさせていただければと存じます。 

 まず、上段のほうですが、第１基準のほうにつきましては、左側に基準があ

りますように、周波数の移行に関する負担可能額について、より大きいことと

いうことでございます。負担可能額に１０億円未満の端数があるときはこれを

切り捨て、かつ、２,１００億円を超える額があるときは、その超える額を控除

した額とするというルールが開設指針に書いてあります。上限額２,１００億円

の中で多寡を審査するという内容となっております。 

 ４者につきましては、イー・アクセスについては、負担可能額２,１０９.０

４億円。ＮＴＴドコモとＫＤＤＩグループについてはそれぞれ２,１００億円、

ソフトバンクモバイルについては２,１２２.５億円が記載されております。 

 それに伴う資金調達、これについては先ほど絶対審査基準で調達の確実性を

審査いたしましたが、同じものを記載しておりますので、それぞれの金額につ

いて調達する裏づけとなる確保の結果は有しているということでございます。 

 従いまして、上限が２,１００億円でございますので、４者とも上限値である

２,１００億円に並ぶということで、第１審査基準においては、いずれの申請も

優劣が判断できないという審査結果になっております。 

 これに基づきまして第２基準に進むことになります。開設指針の別表第３に

よりますと、認定日から７年を経過した日の属する年度、平成３０年度末の段

階でありますが、これが全国のＬＴＥシステムの人口カバー率がより大きいこ

と。これを計算する場合は、１００分の５で除した値、簡単にいうと５％刻み

で区割りを設けて、その区割りに属する一番高い者が認定されるというのが第

２基準になっております。 
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 この人口カバー率の計画については、各者とも結論から申し上げますと、９

５％を超え１００％以下、５％刻みでいうと一番上の区分になりますが、この

区分にそれぞれ該当する形になります。 

 イー・アクセスで申し上げますと、平成３０年度を見ますと９９.４％、ＮＴ

Ｔドコモは９８.０％、ＫＤＤＩグループが９８.２％、ソフトバンクモバイル

は９９.９％となっておりますので、こちらも簡単にいうと同率１位ということ

でございますので、いずれの申請についても優劣が判断できないという形にな

ります。第２基準におきましても優劣が判断できないということで、第３基準

に進むという流れになろうかと思います。 

 一旦ここで説明を中断させていただければと思います。 

○前田会長 それでは、この第１基準及び第２基準のところについて、御質問、

御意見ありますでしょうか。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

○前田会長 それでは、先に進んでください。 

○豊嶋高度道路交通システム推進官 １９ページ以降が第３基準の審査になり

ます。１９ページに書いている部分については、冒頭の概要部分で説明した内

容と全く同じ内容でございまして、基準Ａ、基準Ｂ、基準Ｃ、３つの基準につ

いての適合の度合いが総合的に高い者を認定するというのが、開設指針の内容

となっておりますので、基準Ａ、基準Ｂ、基準Ｃそれぞれについて審査をしな

がら認定をするという形になります。 

 冒頭申し上げたとおり、本件については１９ページの下にある配点表がござ

いますが、この配点表に従って審査をし、点数をつけていくという形にしてお

ります。 

 基準Ａから順番に説明をしていきたいと存じます。まず、基準Ａについて説

明をいたします。２０ページをごらんください。これは基準Ａの部分でござい
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ます。改めまして、基準Ａの審査基準につきましては、これはいわゆる引っ越

しに関係する事項でございます。終了促進措置に関する事項について、対象免

許人等との迅速な合意形成を図るための具体的な対策及び円滑な実施を図るた

めの具体的な体制の整備に関する計画がより充実していることということが、

指針の基準Ａの内容となっております。 

 概要は審査をしたポイントだけ書いておりますが、ここの部分については、

これに該当する申請書に記載されている事項を、申請書の中から洗い出しまし

て記載をしておりますので、ちょっと長いところでございますけれども、全て

紹介をいたしたいと思っております。 

 まず、イー・アクセス、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩグループ、ソフトバンクモ

バイル、いずれの会社につきましても、対策及び体制に関する計画、この対策

という部分、それと体制という部分、この２つの事項に関しては、まず４者と

も計画についての記載がございましたので、配点表でいうと基礎点になる１点

というのは獲得できているということになっております。 

 具体的な計画の中身の部分でございますが、まず、イー・アクセスでござい

ます。対策の観点での記載事項ということでございまして、まず、１つ目です

が、対象免許人等と既に一定の関係を築いているシステムインテグレータある

いはＭＣＡ端末局の販売店を仲介業者として活用するということが基本的なコ

ンセプトになっております。また、テレビ・ラジオのＣＭ、郵送通知の２回実

施等の周知・通知によって迅速な協議を開始します。 

 終了促進措置、いわゆる引っ越しに関する条件については、この仲介業者の

支援のもとで対象免許人等との協議をする。その際に、その措置の費用につい

ては標準的なケース、典型的な工事をするようなケースでありましたならば、

この仲介業者と協議をして、その費用については決定をしておいて、その他の

条件、つまり、例えばいつ実施をするとか、そのような費用以外の条件につい
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ては、対象免許人等と協議をするということで、いわゆる協議先を内容に応じ

て分割をする。お金は仲介業者、他の条件については対象免許人等でやるとい

うような形で分離をするというのを、標準的な協議パターンということで実施

したいとなっております。 

 この費用の部分について、標準的な単価、大体全体の８～９割ぐらいが合意

できるような水準を設定するというような記載になっておりますが、具体的な

金額はございませんでしたが、標準的な単価を定め、料金表を策定する。標準

単価で対応できない場合については、個別の見積りをするとか、あるいはそも

そも対象免許人等、つまり引っ越さなければいけない方が、移行そのものにつ

いて合意できないというような場合については個別に処理をする。個別ソリュ

ーションフローについても記載がございました。いわゆる標準的なパターンが

原則ですが、それ以外のパターンについてのフローについても記載がございま

した。 

 仲介業者との間の実際に終了促進措置の実施に係る委託契約、これは工事費

用を仲介業者に支払って、工事業者はそれを受けて工事をするという関係にな

っています。支援をする関係になりますので、委託契約書を策定します。それ

と、対象免許人等との間の移行条件に関する説明書兼確認書というものを策定

します。それぞれ素案という形で添付がございます。それを用意して協議に臨

む。ひな形を用意するということでございます。 

 ページをめくりまして２１ページ目でございますが、一方、体制のほうでご

ざいますが、イー・アクセスにつきましては、終了促進センターというのを設

置して、最大４２２名の体制を構築します。そのセンターの中では、個別の見

積り等に対応する要員を各総合通信局管内の拠点等に配置するほか、個別ソリ

ューションの検討や事例共有を行うようなグループを設置する。あるいは監査

室を社内で別組織として設置をし、センターの業務の監督し、リスクマネジメ
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ントをやる。あるいは作業遅滞が起こった場合の補充要員として、社内でさら

に１００名を確保するということも計画をしている。 

 それと、これは、全体としてイー・アクセスのみ記載されている事項でござ

いますが、独立した組織として一般社団法人９００ＭＨｚ利用者支援センター

という仮称でございますが、これを設置して、対象免許人等からの質問・相談

等に回答・助言をする。あるいは苦情申し立てがあった場合については、確認

をした上で社内組織、先ほど申し上げた監査室に対して、是正勧告をする。こ

のほかに弁護士団体との提携を通じて、あっせん人、調停人、あるいは仲裁人

の候補として弁護士を紹介するということも、このセンターに行わせたいとい

うことを内容にしております。 

 ３番目その他記載事項として、今、申し上げた部分を含めました業務フロー

等の記載がございました。以上がイー・アクセスの記載内容でございます。 

 恐縮ですが、ページをまたお戻りいただきまして２０ページでございますが、

ＮＴＴドコモの部分でございます。 

 この部分については、対策の部分については全部洗ったのですけれど、実施

に当たってはＭＣＡ制御局の免許人、端末局販売店、製造業者の協力を得なが

ら実施する。いわゆる免許を持っている方だけではなくて、メーカー、販売店

等、流通網の方と協力をしながら実施をするということの記載がございました。 

 ページが飛びまして、２１ページでございますが、体制の部分については、

平成２４年５月末までに専担組織８名とグループ会社を合わせて計７３名の要

員を確保する。これは絶対審査基準にもありました窓口と共用するという内容

となっております。この専担組織にて、実施体制の構築や方法の詳細策定等の

調整を実施していくという内容となります。 

 その他の記載事項のフロー等の流れについて、記載がございました。 

 ＫＤＤＩグループについては、２０ページにまた戻っていただいて恐縮です
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が、こちらのほうはＲＦＩＤ、電子タグの製造業者、販売店あるいは実務経験

者も含めましてＲＦＩＤ移行促進連絡会を各地方の事務所ごとに設置をする。

ＭＣＡ制御局の免許人、ＭＣＡの製造業者、販売業者等からなるＭＣＡ移行促

進連絡会というのを東京に設置をする。 

 この連絡会を設置しまして、新しい周波数に対応した装置の提供する時期あ

るいは移行状況を把握する。あるいは対象免許人等への情報提供あるいは合意

形成のノウハウの共有をするというような相互連携の組織を新たに設置すると

いう中身が対策の事項として記載をされておりました。 

 体制につきましては２１ページ目でございますが、４１名の要員によって全

国１２カ所に事務所を配置して、専門スタッフとして最大１５０名を作業量に

応じて地方に配置をするということでございます。これもＮＴＴドコモと同様

に窓口を設置する窓口の要員と共用しているという内容でございます。 

 その他スケジュール等の記載がございました。 

 ソフトバンクモバイルでございますが、対策の部分についてですが、認定後

１か月以内に移行促進のための現場対応マニュアルをまず作成する。ＭＣＡや

電子タグの関係者、これは製造業者、販売店、対象免許人等に対する説明会と

いうのを各県、総合通信局ごとに実施をする。 

 ＭＣＡの制御局以外の合意形成については、契約書のひな形を作成する。こ

のための標準化手法として、ひな形の作成をするということでございます。 

 それとＭＣＡについては、ソフトバンクモバイルでは、移行するに当たって、

新旧両周波数帯を同時に利用することに対応するということも考えまして、デ

ュアル端末、今、使っている周波数と引っ越し先の周波数と両方使えるという

デュアル端末の利用あるいは制御局への回線制御装置の接続をして、デジタル

ＭＣＡの周波数の変更を行うという提案をしています。つまり、どのように移

行するのかという技術的な観点からの提案書ということが内容としてあります。
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ただし、これについては、最終的には協議が必要でございますので、ＭＣＡ事

業者との協議により決定した内容に沿って移行を進めるということとしており

ます。 

 ページをめくりまして２１ページが体制の部分でございますが、まず、認定

後１か月以内に３００から４００名程度の規模の移行促進対策本部を構築いた

します。 

 その本部については、予算・人事・契約等を管理する移行管理部、技術的検

討・スケジュール管理・方針策定を行うＲＦＩＤ移行企画部あるいはＭＣＡ移

行企画部あるいは対象免許人等からの問い合わせを受け付けるお客様対応部、

それと協議・合意契約・工事管理等を行う地域対応部をそれぞれ設置しまして、

各部において地域ごとの下部組織についても同時に設置をするということで、

組織分担の中身についての記載がございました。 

 その他の記載事項として、それぞれの移行方法、協議のフロー等については、

他の３者と同様に記載がございました。 

 以上が、申請書に記載されている４者の内容でございます。２２ページ以降

が審査の結果でございます。基準Ａ及び基準Ｂについては、総当たり方式によ

って行いますので、計６通りの評価をしていく形になっております。 

 ２２ページですが、まずイー・アクセスとＮＴＴドコモという組み合わせの

評価の部分でございます。まず、両者とも、製造業者、販売店等と協力して協

議をする。あるいは専門組織を設置するという点において、記載がございまし

た。 

 ただ、それぞれの中身についての評価については、優位の判断が出る部分が

ございまして、まず、協力体制の部分については、イー・アクセスについては、

先ほど申し上げた費用と条件の部分の協議の分離が書いておりました。それと、

料金表の価格が実際実費を超えた場合についてどういう処理をするのかという
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点について、費用負担の公正性の観点から、検討がさらに必要と思われる部分

はありますが、具体的な記載がございませんでしたけれども、料金表を仲介業

者に提示をして、定型的な費用負担の処理を進めることとしている点。それと

定型的な費用負担処理が行えない場合の対策についても、具体的な記載がされ

ておりまして、この点、ＮＴＴドコモに比べて迅速な合意形成を図るための対

策については優位な点を有しているものではないかと評価をしております。 

 専門組織の設置の部分についてでございますが、イー・アクセスについては

ＮＴＴドコモより、まず１つは大規模な社内体制を整備するという点がござい

ます。かつ、その社内体制における業務分担がかなり明確になっているという

ことと、加えまして外部組織、一般社団法人を設置しまして、協議・あっせん・

仲裁・調停等の支援を行うということもさらに加わっておりますので、体制に

関しましてはＮＴＴドコモに比べて優位な点を有するものと判断をいたしてお

ります。 

 その点を考えまして、イー・アクセスとＮＴＴドコモの間では、イー・アク

セスが優位という判断をしております。 

 ２つ目がイー・アクセスとＫＤＤＩグループの間でございますが、こちらも

記載事項としましては、先ほどと同じように協議をする点と専門組織を設置す

る点は記載ございますが、それぞれの点につきまして、イー・アクセスは先ほ

ど申し上げた点を記載しております。定型的な費用処理が行えない場合の対策

等も含めて記載をされているという点におきまして、ＫＤＤＩグループに比べ

て迅速な合意形成を図るための対策については、やはりイー・アクセスが優位

な点を有しているのではないかと評価をいたしました。 

 それと、体制につきましては、先ほどのＮＴＴドコモとほぼ同様の評価でご

ざいますが、大規模な社内体制を整備することとし、かつ社内体制における業

務分担の明確化がされております。加えて外部組織の設置に関する各種支援と
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いう部分がございますので、ＫＤＤＩグループに比べて体制についての優位な

点はあると評価をいたします。 

 従いまして、イー・アクセスとＫＤＤＩグループの間におきましては、イー・

アクセスが優位な計画であると評価をしております。 

 イー・アクセスとソフトバンクモバイルの間でございますが、こちらも前の

２つと同じように２つの観点がございまして、１つ目が協議の部分でございま

すが、イー・アクセスについては、費用と条件の協議を分離、料金表を使った

定型的な処理に加えて定型外の処理の負担も書いているという点は、先ほど申

し上げたとおりでございますが、ソフトバンクモバイルに比べて、その点では

迅速な合意形成に図るためについては優位な点がある。ソフトバンクモバイル

はひな形を記載する等の記載がございましたが、定型外も含めた全てのパター

ンに応じた体制についての記述がありましたのはイー・アクセスでございます

ので、この点はイー・アクセスが優位な点があるものではないかと評価をして

おります。 

 それと社内体制については、規模からいうとほぼ同等ということがございま

すが、イー・アクセスについては、この体制に加えまして、先ほどから申し上

げている外部組織の設置というものがさらに加わっております。この点を踏ま

えますと、円滑な実施を図るという観点からするならば、体制整備に関しては

イー・アクセスに優位な点があると評価をしますので、イー・アクセスとソフ

トバンクモバイルの間は、イー・アクセスが優位であるという評価をしており

ます。 

 続いて２３ページ目でございますが、残りの組み合わせ３つございます。Ｎ

ＴＴドコモとＫＤＤＩグループの部分でございますが、こちらについて、まず

１つ目の協議体制の部分についてでございますが、こちらはＫＤＤＩグループ

については移行促進連絡会という、協議体制についての連絡体制をとりながら
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進めていくという点においては、ＮＴＴドコモについてはそうした記載がござ

いませんでしたので、合意形成を図るための対策については、ＫＤＤＩグルー

プが優位な点を有しているものと判断をしております。 

 それと、専門組織については、ＫＤＤＩグループが大規模な社内体制を整備

しているということもありますので、ＮＴＴドコモに比べて優位な点があるも

のかと存じます。こちらの点は以上２つを合わせまして、ＫＤＤＩグループが

優位な計画を有しているものと評価をしております。 

 ＮＴＴドコモとソフトバンクモバイルの間でございますが、ソフトバンクモ

バイルについては、契約書のひな形の作成をするということと、各県、総合通

信局ごとに関係者に対して説明会を実施するという形になっておりまして、定

型的な処理及びきめ細やかさというような中身について見ますと、かなり詳細

に書いてあるということで、ＮＴＴドコモに比べて、対策については優位な点

を有すると評価をしております。 

 組織については、ＮＴＴドコモに比べてかなり大きな社内組織を、なおかつ

認定から１か月以内に構築すると書いており、かなり早期に整備をするという

こととしております。かつ社内体制について業務分担がかなり明確に記載をさ

れているということで、大規模な組織を機能的に運営するということになって

おりますので、ＮＴＴドコモに比べて体制の面でも優位な点があるということ

でございます。よって、ソフトバンクモバイルの計画が優位であると判断をし

ております。 

 最後にＫＤＤＩグループとソフトバンクモバイルの間でございますが、協議

の部分に関しましては、先ほど申し上げたソフトバンクモバイルについては、

各県・総合通信局ごとに説明会をするということがございます。ただ、この点

に関しましてはＫＤＤＩグループは、連絡会を設置して行うということでござ

いまして、この点は手法こそ違いこそすれ、お互い情報共有をしながら進める
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という点においては、ほぼ同等ではないかと考えますが、ソフトバンクモバイ

ルについては、さらにこのほかに契約書のひな形を作成するという協議そのも

の自身の標準化という部分がありますので、最終的にはＫＤＤＩグループに比

べて、対策については優位な点があると判断をしております。 

 それと体制につきましては、ソフトバンクモバイルについてはＫＤＤＩグル

ープよりも大規模な体制を早期に整備をする。かつ業務分担はＫＤＤＩグルー

プに比べて詳細に記載をされているということでございますので、円滑な実施

を図るための体制の整備に関していえば、ソフトバンクモバイルに優位な点が

あるものと評価をしています。 

 以上、６つの組み合わせの評価を総合しますと、２２ページの一番上でござ

いますが、対抗的な審査を行った結果としましては、イー・アクセスにつきま

してはＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩグループ、ソフトバンクモバイルの３者よりも

計画は優位ということでございまして、３点。 

 ソフトバンクモバイルについては、ＮＴＴドコモ及びＫＤＤＩグループの２

者よりも計画が優位と評価できるので、２点。 

 ＫＤＤＩグループについては、ＮＴＴドコモの１者よりも計画が優位という

ことで１点という評価。 

 ＮＴＴドコモについては、優位となるものがおりませんので０点。 

 ということで、基準Ａについて、先ほど冒頭に申し上げた計画を有するとい

う基礎点の１点と、ここに示した各者の３点、０点、１点、２点と、基準Ａの

評価をいたしたところでございます。まず、基準Ａについての説明は以上でご

ざいます。 

○前田会長 どうもありがとうございました。 

 それでは、基準Ａについての審査に関して御質問、御意見ございますか。 

○山本委員 １つだけ。細かい点の確認ですが、２１ページのイー・アクセス
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の一般社団法人を設立するという計画なんですが、これはどの程度具体的な計

画が書かれていたんでしょうか。 

○豊嶋高度道路交通システム推進官 まず、社団法人を設置するということで、

必要な資金の手当てをしなければいけないので、ちょっと幾つか内容がありま

すが、１つ、資金面という点において、この点の手当てをするという部分が、

これは実は事業計画の中にも含まれておりますけれども、その資金の提供をし

て設立するという部分が、まず記載がございました。 

 それと、一番業務のコアになるあっせん人、調停人、仲裁人の候補に関する

部分でございますが、これの部分については申請書の中におきましては、弁護

士団体に実際にこの提案をしたということで、協議をしたということの事実を

示す書類も添付されておりましたので、それが認定されればそういう実行に移

せる資金的な面と業務提携の関係についての準備は、それなりにされていると

判断いたします。 

○前田会長 いずれも計画の比較なので大変難しい問題だなというふうに思い

ますが、もともとの審査基準で計画がより充実しているという、その充実の中

身を評価しているんだなと思いますが、その充実という言葉は、計画がより具

体化しているということをもって充実しているというふうに考えたと。そうい

うことですよね、ここで言っているのは。 

○豊嶋高度道路交通システム推進官 はい。一言で申し上げれば、今回、認定

を受ければ直ちに業務を開始していただくという状況になっておりますので、

そういう点ではすぐ実行に移せるということです。 

 それともう１点は、今回は周波数移行を伴うと申し上げましても、対象とな

る無線局の免許人が非常に多うございます。免許人の数でいうと約２万人を超

えるような規模の移行でございますので、当然その規模に見合った体制をとっ

ているという部分で、その具体性という部分はその点も加味して判断をすると



-58- 

いうことが必要と考えております。 

○前田会長 計画同士の比較でこれだけ大きな点数の差があるというのは、評

定はなかなか難しいところかなという気もしないではないんですけど、明らか

な計画の差があったというふうに理解すると。わかりました。 

 それでは、その基準Ｂのほう。 

○豊嶋高度道路交通システム推進官 続きまして、基準Ｂでございます。こち

らのほうは２４ページから、基準Ｂの計画の内容及びその審査の結果になって

おりますが、改めまして基準Ｂにつきましては、ちょっとわかりにくい表現に

なっておりますけど、本開設指針あるいは開設計画の認定を受けていない、つ

まり携帯電話の免許を持っていない電気通信事業者等多数の者に対して、卸電

気通信役務の提供又は電気通信設備、その他の方法による特定基地局の利用を

促進するための具体的な計画を有すると。要するに、携帯電話の免許をとった

場合に、その周波数帯を、免許を持っていない他のＭＶＮＯと呼んでいますが、

そういう者に対してネットワークを提供することによって、より多くの人がそ

れを使えるということを含む、いわゆるネットワークの開放性を審査基準にし

ている部分でございます。 

 こちらも基準Ａと同じように、まずそもそもＭＶＮＯ、いわゆる仮想移動体

通信事業者と呼んでいますが、これに対する提供の計画を持っているか持って

いないかということがまず基礎点としております。これは持っていれば１点で

ございますが、４者ともその計画は有しておりましたので、各者とも基礎点と

して１点の配点はまずございます。 

 その上で、基準Ａと同様に、まず申請書に記載されている事項を全て並べた

上で、対抗的審査による評価を行っております。まず、記載内容でございます

が、イー・アクセスにつきましてですが、提供するに当たって、簡単にいうと

どういうメニューで行うのかということと、それと実際にたくさんの人に使っ
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てもらわなければいけないわけですので、それをどう展開するのかという、言

い方を変えると、質の部分と量の部分と２つの部分に大きく分けながら、記載

事項について申請書の中身を転記いたしたものでございます。 

 イー・アクセスにつきましては、平成２４年３月から開始するＬＴＥサービ

スに先立って、平成２４年１月２７日にＭＶＮＯの標準プランを既に公表して

おります。これは違う周波数帯の部分でございます。９００ＭＨｚ帯について

も公表した内容以外でも追加を実施していく。 

 具体的にＭＶＮＯの標準プランとして、ここにいろいろ書いておりますけど、

データ通信サービスについては相互接続型とか、卸電気通信役務型とか、いろ

いろなタイプのものを提供する。あるいは音声サービスについて卸電気通信役

務型を設定するとか、帯域課金及びＩＤ課金等、いわゆる料金体系の多様化等

も標準プランとして提供していく。 

 それから、ＭＶＮＯ事業者の要望に応じて、通信速度あるいは料金体系、用

途限定等の提供条件については、標準プラン以外に柔軟に対応していくという

ことも書いております。 

 あと、ＭＶＮＯではないのですけれども、ＭＮＯ、これは逆にいうと免許を

持っている他の携帯電話事業者ですが、これに対してもネットワークサービス

を提供するということも計画をしている。 

 それと、ＭＶＮＯ事業者に対してＳＩＭフリーの端末を提供するということ

でございます。携帯電話の中に入っているＳＩＭを取りかえることによって、

事業者を乗りかえられるのですが、それも提供するということでございます。 

 実際に、ＭＶＮＯを具体的に展開をする、我々、多数性の観点という呼び方

をしますが、いわゆる量の部分でございますが、イー・アクセスは平成３４年

度に約４６８万契約の加入者というのを計画しているという内容になっており

まして、現段階で計２９社からＭＶＮＯ向けのサービスに対して、関心表明書
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をもらっているということで、２９社に対して９００ＭＨｚ帯の認定を受けた

場合に、こういう提供をする場合に、その提供を使いたいというような関心表

明書というのが添付されております。 

 ＮＴＴドコモのサービスメニューですが、卸携帯電話サービス約款あるいは

接続約款等で、もう既に公表しているところでございます。既存の周波数で既

にＬＴＥのサービスをしておりますので、ＬＴＥサービスに関しましては卸電

気通信役務であるデータプラン型、帯域幅課金型等々の標準プランを既に設定

を済んでおります。 

 ９００ＭＨｚ帯についても同等の提供条件を策定をしていく。 

 それとＮＴＴドコモについて、ＭＶＮＯの提供とちょっと違うのですけれど

も、ＬＴＥでの国際インローミング、外国の端末を日本に持ち込んでも国際通

話が使えますよと。国際インローミングサービスの提供を平成２５年度に実施

をしていく。９００ＭＨｚ帯についても、同じようにＬＴＥサービスを提供す

るということで、国際インローミングを広げていきたいという内容になってお

りまして、ここは他の３者には記載がない部分でございます。 

 ただし、ＮＴＴドコモについては、２つ目の多数性の観点ということで、先

ほどイー・アクセスが申し上げたような内容の記載はございませんでした。 

 ＫＤＤＩグループについては、実際の提供の部分については、ＭＶＮＯ事業

者の要望に応じて形態を問わずですが、ＭＶＮＯ事業者と協議した上で開放を

実施していくということで、ちょっと他者と比べて、標準プランを事前に用意

しておくというよりも、要望に応じた対応をしていくという表現になっており

ます。 

 ただ、既存帯域でのＬＴＥサービスの開始までには、環境整備をしながら、

標準プランも随時公表していく考えはある。９００ＭＨｚ帯についても同様の

提供上の策定をしていきたいということで、ＮＴＴドコモは既に策定済みなん
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ですけれども、ＫＤＤＩグループについてはこれからということです。 

 あるいはトラヒックの量に応じた従来型の料金体系に加えた、他の料金体系

も設定をしていくということも記載はしております。ＫＤＤＩグループについ

はＮＴＴドコモと同様に、多数性の観点での記載事項についての記載はござい

ませんでした。 

 ソフトバンクモバイルですが、こちらのほうも卸電気通信役務として、回線

卸に加えて一定の帯域幅を卸すという標準プランとして提供するほか、接続の

タイプの標準プランも設定をします。それと、それぞれの標準プランをさらに

充実させるということで、あらゆるレベルでの接続のプランということも整備

をしていき、それに加えて一部設備をレンタルする、接続しながら設備もレン

タルするという、いわゆるオプションについても提供していく。その他、これ

も一部オプションと言えばオプションですが、通信モジュールについての一部、

パケット交換用データ通信回線と統合した提供サービスも併せてやっていきた

い。これもオプションの１つになるかと思いますけれども、そういうものを提

供していきたい。 

 それと２つ目の多数性の観点の記載事項でございますが、平成３３年に８５

０のＭＶＮＯ事業者及び２,９００万契約の加入数を計画をしているという内

容になっておりまして、今後９００ＭＨｚ帯対応予定の対象として、音声も含

めてＭＶＮＯ事業者、今、提供中が４者、商談中が５者あるそうですが、それ

以外にＭ２Ｍの関係領域等も含めまして、提供中あるいは商談中、実証実験も

入っておりますけれども、これについての今後提供予定ということで、９００

ＭＨｚ帯も含めて提供する予定として、現在提供、あるいは商談中の内容につ

いての資料が添付をされております。 

 これらの記載事項を含めまして、同じように対抗的審査を実施いたしました。 

 同じように６つの組み合わせがございますので６通りございますが、まず、
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イー・アクセスとＮＴＴドコモの比較でございます。こちらは両者とも卸電気

通信役務あるいは相互接続それぞれの形態において、さまざまな内容の標準プ

ランを設定をしておりますが、ＮＴＴドコモはそれに加えて、先ほど申し上げ

た国際インローミングのサービスを展開するという部分がございます。海外の

電気通信事業者を利用することが可能になるということでございますので、こ

の点はイー・アクセスに比べて、いわゆる手法、質の多様性の観点からすると

優位な点を持っているのではないかと評価をします。 

 ただ、一方で、イー・アクセスにつきましては、ＭＶＮＯの加入者の増加見

通しを明記した上で、それを示す根拠の一部にしかならないと思いますが、そ

の根拠としまして、先ほど申し上げた２９社からの関心表明書というのをつけ

ていて、実際に増加に向けた取り組みというのは既に開始されているというこ

とを証明する資料がついておりますので、この点はＮＴＴドコモに比べて量を

確保するという観点からすると優位な点を持っているのではないかということ

でございます。 

 結果的には、双方それぞれ優位な点を持っているということでございますの

で、全体の評価としましては、どちらがより優れているというのは一律に言う

ことはできないと判断しまして、両者の計画は同等という評価をさせていただ

いております。 

 なお書きの部分でございますが、この評価に当たりましてイー・アクセスの

申請書には、２点違うことが書いてありまして、１つはＭＮＯ向けの提供をす

るという部分でございます。この部分の記載が申請計画に書いておりましたが、

ＭＮＯ向けに提供するということにつきましては、情報通信審議会の答申とい

うものが昨年の１２月２０日にございまして、この答申の中で、あくまでもＭ

ＮＯ、つまり免許を持っている事業者というのは、自らネットワーク構築をし

て事業展開を図るということが原則ですというもともとの２００９年のルール
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がございましたが、そのルールが引き続き維持されることが適当であるという

答申をしておりますので、この点を斟酌しますと、ＭＮＯにどんどん提供して

いくということ自身が、こちらのＭＮＯ自身が自らネットワークを構築しなけ

ればいけないということと考え合わせますと、必ずしもＭＮＯに提供していく

ということが、多数の者にどんどん広げていくということに照らし合わせて優

位な点を有するという評価に至ることまではできないのではないかというよう

な判断をしておりますので、優位評価とする分については記載はしておりませ

ん。 

 それと、また、ＭＶＮＯ向けのＳＩＭフリーの端末を提供するということも

記載をしておりますが、一般的にいうとＳＩＭフリーの端末を提供するという

ことそのもの自身は、ＳＩＭロック解除に対する昨今の要望に応える形で提供

するということでございますので、利用者の要望に応えるという形で非常に望

ましいことであるのは一般的な話としては当然でございますけれども、この審

査におきまして、他の事業者のＳＩＭカードを差し込んで使用するということ

が、今回割り当てる９００ＭＨｚ帯を使うということと、直接つながるという

ことではございません。簡単にいうと乗り換えてしまって違う周波数をどんど

ん使っていくと、結果的には割り当てる周波数ではないのをどんどん使うこと

になりますので、ちょっと一概には言えないのではないかと。 

 つまり、ここの審査基準についてみれば、特定基地局の利用の促進をすると

いうことが審査の基準でございますので、これに照らし合わせると、この記述

そのもの自身は優位な評価とする材料とはできないのではないかということで

ございます。 

 なお、このＳＩＭフリーの部分につきましては、開設指針の案を策定すると

きに、これは別の事業者からでございましたが、ＳＩＭロック解除の義務化と

いうのを審査基準に入れたほうがいいのではないかという御意見が、ございま
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した。 

 このときに総務省の考え方として、ここに書いていることとほぼ同様のこと

としまして、ＳＩＭロックを解除するというのは、同じように利用者の利便性

から見ると望ましい話ですけれども、特定基地局を利用促進する。つまり、９

００ＭＨｚ帯をどんどん使ってくれという観点からすれば、審査基準としては

適当ではないということで、これは審査に入りませんということを一度示させ

ております。 

 そのことも含めまして、この間に考え方の変更はございませんので、その点

も踏まえましてＳＩＭフリー端末の提供そのもの自身は評価における優位な点

という部分としての活用はしない。劣後するわけでもないのですが、優位な部

分として評価はしないということを判断しております。ここの部分については、

イー・アクセスが他の事業者と比較する場合も同様に当てはめて評価をしてい

くということにしております。 

 続きまして、イー・アクセスとＫＤＤＩグループの間でございますが、イー・

アクセスにつきましては、標準プランを策定をしております。ＫＤＤＩグルー

プにつきましては、その点におきましては事業者の要望に応じて提供するとい

うことを原則しておりまして、必ずしも標準プランを全て用意して提供をどん

どんしていくということにおきましては、方法の多様性からすると、イー・ア

クセスが優位な点を持っているのではないかと評価をしております。 

 加えまして、イー・アクセスにつきましては、先ほど来から申し上げている

増加見通しと、それに対する関心表明書を含めた実際の取り組みを照査する資

料がつけられておりますので、この点、ＫＤＤＩグループは全く記載ございま

せんので、この点においても優位だと。 

 従いまして、イー・アクセスのほうがＫＤＤＩグループよりも優位な点を有

しているという評価をしております。 
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 イー・アクセスとソフトバンクモバイルの間でございますが、まず、標準プ

ランの点においては、両者ともほぼ同等という内容でございますので、いわゆ

る質の部分について、両者は同等と評価をしております。 

 また、増加見通しの話及びそれに対する根拠としての実際の取り組みを照査

する資料そのもの自身についても、この部分についてはイー・アクセス、ソフ

トバンクモバイル双方とも数字は違いますけれども、ほぼ同様な手法で内容が

記載され、資料が添付されているということからすれば、両者とも同等ではな

いかということで、イー・アクセス、ソフトバンクモバイルの間では同等とい

う評価をしております。 

 ページをおめくりいただきまして２６ページ目でございますが、ＮＴＴドコ

モとＫＤＤＩグループの間でございますが、こちらのほうはＮＴＴドコモのほ

うが、１つは標準プランの計画をしているという点。それと、国際ローミング

の記載があるという点におきまして、手法におきましてＫＤＤＩグループに比

べて、多様性の観点からすると優位な点を持っているのではないかと評価をし

ております。 

 ただし、加入者見込みの増加数等に関する記述は、双方の会社ございません

ので、ここの部分については評価できませんから、ここは同等と。 

 従いまして、ＮＴＴドコモとＫＤＤＩグループの間で言えば、ＮＴＴドコモ

が優位であるという評価をしております。 

 ＮＴＴドコモとソフトバンクモバイルの間におきましては、まず、多様性の

部分につきましては、両者とも標準プランを提供するという点は同等でござい

ますが、ＮＴＴドコモについては、先ほど来申し上げている国際ローミングを

展開するという点がございますで、この点を加味しますと、ソフトバンクモバ

イルに比べてＮＴＴドコモのほうが多様性の点において優位な点を持っている

のではないかと。 
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 ただし、ソフトバンクモバイルについては、ＭＶＮＯをどう展開するかとい

うことについての増加見通しの明記、それに伴う商談中も含めた資料の添付が

ございますので、この点においては、ＮＴＴドコモについては全く記載がござ

いませんので、多数性の観点からおきますと、ソフトバンクモバイルのほうが

優位な点がある。 

 従いまして、一概にどちらがより優れているということは言えませんので、

ＮＴＴドコモとソフトバンクモバイルの間では、両者の計画は同等という評価

をさせていただいております。 

 最後にＫＤＤＩグループとソフトバンクモバイルの間でございますが、ソフ

トバンクモバイルにつきましては、先ほど来申し上げている標準プランの計画

をしているという点におきまして、ＫＤＤＩグループに比べてその多様性の観

点からすると優位な点があるのではないか。 

 加えまして、ソフトバンクモバイルは、加入者の増加見通しの明記、その根

拠等を有している点において、これらの記述が一切ないＫＤＤＩグループに比

べて優位な点があるということでございますので、ソフトバンクモバイルのほ

うが優位であると評価をしております。 

 以上をとりまとめますと、ページを戻っていただきまして２５ページの上で

ございますが、イー・アクセスにつきましてはＫＤＤＩグループの１者よりも

計画が優位であるということで１点。ＮＴＴドコモは、ＫＤＤＩグループの１

者よりも計画が優位であるので１点。ソフトバンクモバイルにつきましては、

ＫＤＤＩグループの１者よりも計画が優位ということで１点ということでござ

います。なお、イー・アクセス、ＮＴＴドコモ、ソフトバンクモバイルの３者

の間では、それぞれの組み合わせにおいても同等という評価をしておりますの

で、ＫＤＤＩグループ以外の３者について、それぞれ１点というような配点を

しております。基準Ｂにつきましての説明は以上でございます。 
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○前田会長 ありがとうございました。 

 それでは、今の基準Ｂに関して御質問、御意見ございますでしょうか。 

○山本委員 １つ細かい点の確認なんですが、先ほど２５ページの一番下のイ

ー・アクセスとソフトバンクモバイルとの間の比較の話で、計画されている契

約数は若干違うけれどもというお話がありましたけれども、その点は、根拠の

ある数字でないので、それほど重視をしなかったという理解でよろしいですか。 

○豊嶋高度道路交通システム推進官 おっしゃるとおりでありまして、それぞ

れ４６８万あるいは２,９００万という数字がございました。ただし、これはＭ

ＶＮＯとしての計画、確かに数字は記載されておりましたが、逆にいうと、そ

れまでどのような根拠に基づいてどういう計算式で積み上げをしたかという点

に関しましては、そのもの自身の数字の計算根拠はございませんでした。従っ

て、その数字そのもの及びその数字の大小そのもの自身は評価をするというこ

とはできないのではないかと考えております。ここで言っておりますのは、そ

もそも増加見通しを持っているのかというのがまず１点、なおかつその増加見

通しの数そのものではないのですけれども、その増加に向けた具体的な商談あ

るいは関心表明書を含めた契約内容の展開に関する実際の企業との接触、具体

的な提案をしているという事実が、数字は別ですけれども増加を押し上げる具

体的な取り組みとして評価できるのではないかということで、数字そのもので

はなくて、それを行っている見通しを持っていること、それと、それに対する

行動の２点において評価をするという考え方で評価に臨みました。 

○前田会長 よろしいですか。ほかに。 

 ほかにないようですので、では、基準Ｃに行ってもらいましょう。 

○豊嶋高度道路交通システム推進官 それでは、基準Ｃ及びＡからＢまで、最

終的な部分も含めまして、残りの２７ページから最後の２８ページの２ページ

の部分について説明をいたしたいと思います。 
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 まず、基準Ｃでございます。開設指針におきましては、申請者に割り当てて

いる周波数帯の有無及び差異並びに申請者に割り当てている周波数の幅に対す

る当該周波数を利用する電気通信事業に係る契約数の程度を勘案して、特定基

地局を開設して電気通信事業の健全な発達と円滑な運営に寄与することという

ことを評価をします。 

 勘案する中身として２つございます。つまり、割り当てる周波数帯の有無及

び差異の部分でございます。厳密に申し上げますと、周波数帯の有無というの

は、開設指針を策定する経過におきまして、新規参入者がいた場合にどう扱う

かという点を明確にする意味で、新規参入者がいた場合は当然有無ということ

が議論になりますので、この点を含めまして有無と入れましたが、今回は既存

事業者、携帯電話で既に免許を取っている事業者のみでございますので、割り

当てている周波数帯の差異の部分が１点目の審査の内容になっています。 

 もう１点が、申請者に割り当てられている周波数の幅に対する契約数の程度

です。それが２点目でございます。 

 １点目の差異の部分について、これを具体的にどう評価するかという点につ

きましては、その右側にありますが、割り当てている周波数帯、今回、９００

ＭＨｚ帯でございますが、これと、同等の特性を持つ周波数帯を有していない

こと。一言で言ってしまえば、プラチナバンドと呼ばれている周波数帯を持っ

ているか持っていないか。これが電波の特性として、同じ程度の周波数帯を持

っているか持っていないかということでございますので、今回は基準としまし

て、１ＧＨｚ未満の周波数帯を持っていない者について２点の配点をするとい

う基準を示しております。 

 ４者は、既に割当済周波数がございます。イー・アクセスについては１.７Ｇ

Ｈｚ帯の割当てが既にございまして、３０ＭＨｚの幅がございます。 

 ＮＴＴドコモについては、８００ＭＨｚ帯、１.５ＧＨｚ帯、１.７ＧＨｚ帯、
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２ＧＨｚ帯、それぞれございまして、合計１４０ＭＨｚ幅でございます。厳密

に申し上げますと、それぞれ使用ができる時期あるいは地域に一部制限がござ

いますけれども、こういう割当てになっております。 

 ＫＤＤＩグループについては８００ＭＨｚ帯、１.５ＧＨｚ帯、２ＧＨｚ帯と

いうことで、合計９０ＭＨｚ幅となっております。 

 ソフトバンクモバイルについては、１.５ＧＨｚ帯、２ＧＨｚ帯の合計６０Ｍ

Ｈｚ幅となっております。 

 従いまして、１ＧＨｚ未満の周波数を保有しているか否かにつきましては、

イー・アクセスとソフトバンクモバイルが有しておりませんので、この２者に

対してそれぞれ評点として２点、有しているＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩグループ

については０点という配点にしております。これが基準Ｃの１つ目でございま

す。 

 ２つ目でございますが、割当済周波数の幅に対する契約数の程度を勘案する

となっております。具体的にこれをどう評価するかということですが、今回は

割当済周波数の幅に対して、契約数について１ＭＨｚ当たり何人の契約数がい

ますかということについて、今回４者ありますけれども、全申請者の平均値と

の高低によって判断をするということにします。平均より上か下かということ

でございます。 

 今回の申請者について、電気通信事業報告規則に基づいて提出されている契

約数をもとに計算しますと、１ＭＨｚ当たり３４.９万契約が平均値になってお

ります。 

 これを実際に各者について計算をいたしましたが、たまたまこの計算した時

点だけ数字が変わるということもあるといけないと思いましたので、その前後

についても併せて検証しております。 

 まずは、平成２３年末時点の数字でございます。イー・アクセスについては、
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契約数実績は上のこの数字のとおり３７９万９,５３９契約になっています。割

当済の周波数は３０ＭＨｚ幅でございますので、割り算すると１２.６７万契約

／ＭＨｚという数字になります。１年前、平成２２年末の時点も検証として計

算をいたしたところ、同様の計算の結果、９.７５万契約／ＭＨｚとなっており

ます。検証として、平成２４年末というもの、これは平成２２年末から平成２

３年末の間の１年間の伸びを単純に増えた場合ということで仮計算をいたしま

したが、この場合は１５.５８万契約／ＭＨｚになっております。 

 ＮＴＴドコモについては、平成２３年末時点の契約者実績が５,９６２万４,

３７１契約になっております。割当済周波数は１４０ＭＨｚ幅でございますの

で、４２.５９万契約／ＭＨｚとなっております。同様の検証をいたしますと、

平成２２年末時点では４０.８６万契約／ＭＨｚ、平成２４年末では４４.３１

万契約／ＭＨｚとなっております。 

 ＫＤＤＩグループについては、契約数実績が平成２３年末時点では３,４２９

万７,８７１契約、割当済周波数は９０ＭＨｚ幅でございます。３８.１１万契

約／ＭＨｚとなっております。平成２２年末の時点では３６.１４万契約／ＭＨ

ｚになっております。平成２４年末の予測においては４０.０８万契約／ＭＨｚ

になっております。 

 ソフトバンクモバイルにおきましては、平成２３年末時点が２,７８３万５,

３２７契約となっております。割当済周波数は６０ＭＨｚ幅でございますので

４６.３９万契約／ＭＨｚになっております。平成２２年末の段階では４０.６

７万契約／ＭＨｚ、平成２４年末の予想におきましては、５２.１２万契約／Ｍ

Ｈｚとなっております。 

 いずれにしても、どの時点でとりましても、全申請者の平均値の高低でとら

えますと、ＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩグループ、ソフトバンクモバイルが平均を

上回り、イー・アクセスが平均を下回るという結果になっております。 
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 上のほうに、なお書きがございますが、参考としてちょっと範囲を広げまし

て、資本関係にある移動通信事業者も加えて検証してみるということもしてみ

ました。ちょっと他者のデータを取り入れる格好になりましたので、結果だけ

ここに表示をしておりますけれども、どう加えたかというと、ＫＤＤＩグルー

プにつきましてはＷｉＭＡＸを提供しますＵＱコミュニケーションズという会

社がございます。２.５ＧＨｚ帯のＢＷＡの認定をされた会社でございますが、

ここがございます。ソフトバンクモバイルにつきましては、資本関係があると

いう会社ではＰＨＳをやっておりますウィルコムというところと、Ｗｉｒｅｌ

ｅｓｓ Ｃｉｔｙ ＰｌａｎｎｉｎｇというＸＧＰですね、次世代ＰＨＳを提

供している会社の２社が、移動通信システムを提供している会社がございます

ので、これらの周波数の幅とそれらの会社の契約数も加えて同じ計算をさせて

いただきました。 

 結果としましては、それらを加えた段階でも、平均値を超えるか超えないか

という評定におきましては、結果は全く変わりませんでしたので、これはあく

までも傍証としてさせていただきましたけれども、これらを加えても結果は同

じでございました。 

 以上から、平均値を上回るＮＴＴドコモ、ＫＤＤＩグループ、ソフトバンク

モバイルについては２点。平均値を下回っているイー・アクセスについては０

点という評定をしております。 

 

（３）審査結果及び認定の条件について 

 

○豊嶋高度道路交通システム推進官 この基準Ｃまで含めたＡからＣまでの点

数を全て合計したものが２８ページの上段でございます。改めまして点数結果

を申し上げますと、イー・アクセスにつきましては、基準Ａについては計画の
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有無についてはございましたので１点。優位性の点については、他者の３者よ

り計画が優位でございましたので３点でございます。基準Ａについては合計４

点になっています。 

 基準ＢについてはＭＶＮＯの提供計画がございましたので１点。それと、他

の１者よりも計画が優位ということでございましたので１点。基準Ｂについて

は合計２点。 

 基準Ｃが先ほど申したとおり、１ＧＨｚ未満の周波数を持っていないという

点において２点。平均の部分については下回っておりますので０点ということ

でございますので、全て合計すると評定としては８点になります。 

 ＮＴＴドコモについては、基準Ａについては計画を有しておりますので１点。

ただし、対抗的審査においては、優位となるものがございませんでしたので０

点。 

 基準Ｂについては、計画を有する点では１点。対抗的審査においては１者よ

りも計画が優位でございましたので１点。合計２点でございます。 

 基準Ｃにおきましては、最初の基準は８００ＭＨｚ帯を有しておりますので

０点でございますが、契約数の程度におきましては平均値を上回っております

ので２点でございます。つまり、合計で５点となっています。 

 ＫＤＤＩグループにつきましては、基準Ａについては計画を有する、それと

他の１者よりも計画が優位でございますので合計は２点。 

 基準Ｂについては、計画を有しておりますが、対抗的審査において他の者よ

りも優位という点がございませんでしたので０点。合計１点です。 

 基準Ｃについては、８００ＭＨｚ帯を有しておりますので、最初の点につい

ては０点でございます。平均値を上回っておりますので、２つ目の点において

は２点ということでございます。全て合計するとＫＤＤＩグループについては

５点という評点になります。 
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 ソフトバンクモバイルについては、基準Ａについては計画を有しており、他

の２者よりも計画が優位ということで２点、合計３点でございます。 

 基準Ｂについては、計画を有しており、対抗的審査において他の１者よりも

計画が優位ということで１点、合計２点。 

 基準Ｃにおきましては、１ＧＨｚ未満の周波数を有してないという点におい

て２点。１ＭＨｚ当たりの契約者数の数において平均値を上回っておりますの

で２点。ここは合計４点。全て合計すると９点ということでございますので、

この評定を踏まえると、以上のようにソフトバンクモバイルが最高点を獲得し

ているということでございまして、競願時審査基準の第３基準への適合度合い

が最も高いと判断をしますので、開設指針の規定によってソフトバンクモバイ

ルの開設計画を認定するという形にし、同時にイー・アクセス、ＮＴＴドコモ、

ＫＤＤＩ及び沖縄セルラー電話の開設計画については、それぞれ認定を拒否を

するという処分をいたしたいと考えております。 

 なお、冒頭の概要で申し上げたとおり、ソフトバンクモバイルの開設計画の

認定に当たっては、開設指針の趣旨、結果等を踏まえて、冒頭に申し上げた４

つの点について認定条件を付するということとしたいと考えております。 

 以上でございます。 

○前田会長 ありがとうございました。 

 それでは、ただいま説明の基準Ｃ及び全体の審査結果、認定条件について、

御質問あるいは御意見ございますでしょうか。よろしゅうございますか。どう

ぞ。 

○山田代理 冒頭で申し上げたことと重ねてで申しわけないんですが、この次

の条件を付与するというのは、開設計画の認定に当たって先例といいますか、

あるということで。 

○田原移動通信課長 過去に２.５ＧＨｚ帯を使用する広帯域移動無線アクセ
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スシステム、こちらを認定した際にも、例えばＭＶＮＯの促進ですとか、そう

いう条件を付しております。 

○山田代理 同じ表現を使ってされたことがあるという理解でよろしいんです

ね。 

○田原移動通信課長 ええ。同様な表現、全く同じかどうかはちょっと確認が

必要ですけれども。 

○山本委員 今の点ですが、要するに法的には、認定された開設指針どおりに

事業を展開することは、義務であると。それを守らなければ、一番厳しい場合

は取り消しということもあり得る。 

○田原移動通信課長 はい。基地局の整備が進まないということになると。 

○山本委員 ということですよね。だから、ここで言われている認定の条件と

いうのは、そのことの確認、つまり、ここに書かれていることを守らないと、

結局、開設計画が守られないことになるということの、いわば確認の部分と。 

 それから、先ほど話にあったのは、特に終了促進措置の実施などに関しては、

他社のほうが良い点数がついているという事情があるので、そこについてもう

少し努力をしてくださいと。ただ、これは法的に義務づけることはできないの

で、いわばお願いをするという意味で条件がついているという。 

○田原移動通信課長 そういうことです。 

○山本委員 だから、この２つの意味がこの中には含まれているという理解で

よろしいですか。 

○田原移動通信課長 そういうことでございます。 

○前田会長 ほかにはいかがでしょうか。特にありませんか。よろしゅうござ

いますか。 

 それでは、ただいま長らく審査結果をお聞きしましたが、この諮問第８号に

つきまして、諮問のとおり認定することは適当である旨の答申を行うこととし
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てはいかがかと思いますが、いかがでしょうか。よろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声あり） 

○前田会長 よろしいようでございますので、そのように決することといたし

ます。答申書につきましては、所定の手続により、事務局から総務大臣あて提

出してください。 

 

○７００MHz帯を使用する特定基地局の開設に関する指針案に対する意見募集

について 

 

○前田会長 それでは、次に報告事項といたしまして、「７００ＭＨｚ帯を使用

する特定基地局の開設に関する指針案に対する意見募集について」につきまし

て、田原移動通信課長から御説明いただきたいと思います。 

○田原移動通信課長 田原のほうから御説明させていただきます。 

 先ほど９００ＭＨｚ帯の割当てについて御説明いたしましたが、併せて電波

の再編の検討を進めておりました７００ＭＨｚ帯についてでございます。９０

０メガヘルツＭＨｚ帯を今まで手続を進めてきておりましたが、これまでの間

に７００ＭＨｚ帯につきまして技術的検討をいろいろ進めてまいりました。 

 こちらにつきまして一定の進展がございましたので、この７００ＭＨｚ帯を

使用する特定基地局の開設指針の案について、明日からパブコメを開始させて

いただくというものでございます。その開設指針案の内容について御説明をさ

せていただきます。 

 おめくりいただきまして１ページ目でございますけれども、上の枠の上段は

今、申し上げましたとおり、明日から１か月間ということで意見募集を、この

７００ＭＨｚ帯の特定基地局に開設に関する指針案について行いたいというこ

とで、本日、この後に報道発表を行うというものでございます。 
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 その下に小さく書いておりますけれども、こちらも冒頭申し上げましたが、

７００ＭＨｚ帯を使用する携帯電話システムの技術的条件等に係る情報通信審

議会での検討が終わりまして、こちらについても併せて技術基準等の整備を行

う省令改正を行うため、パブリックコメントの手続を行います。 

 この７００ＭＨｚ帯の指針案の概要でございますけれども、基本的にはこの

９００ＭＨｚ帯で使用したものと同じベースのものでございます。こちらに追

加・修正していくような形になります。 

 ９００ＭＨｚ帯と違うところでございますけれども、下の絵、周波数のバン

ドの表がございますけれども、９００ＭＨｚ帯は１５ＭＨｚ幅×２の周波数を

確保できましたが、７００ＭＨｚ帯につきましては３０ＭＨｚ幅×２の周波数

が確保できるということが、情報通信審議会等の議論を経て明らかになってお

ります。ということでございまして、この３０ＭＨｚ幅×２の周波数をどのよ

うに配分するか、割り当てるかということでございますけれども、ここでは１

０ＭＨｚ幅×２を３者に割り当てることとしたいという案になっております。 

 この１０ＭＨｚ幅×２でございますけれども、９００ＭＨｚ帯のサービスの

ときに１０ＭＨｚ幅以上のサービスを提供すること、３.９世代携帯電話サービ

スを行うことを条件にしておりました。 

 そういうことも踏まえまして、それと同等のサービスを提供するということ

ですと、最低１０ＭＨｚ幅あれば同等の競争力のあるサービスが提供できるだ

ろうということと、２者でこのバンドを使うというよりも、３者にして、より

多くの者の中で競争があり、その３者がそれぞれ端末とかを調達したほうが市

場の活性化というか、端末の価格が下がったり、プラスの効果が期待できるの

ではないかというようなこともございます。ということで、１０ＭＨｚ幅×２

を３者に割り当てる形の案にしております。 

 あと大きく９００ＭＨｚ帯と違うところは、基本的考え方の④でございます。
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こちらの下の周波数のところにありますけれども、地デジ用周波数の再編によ

り空く周波数と書いておりますけれども、今まで地上アナログ放送が使ってい

た周波数等を使用いたします。 

 この関係で、一般にテレビを御家庭で受信する場合は、アンテナの下にブー

スターというものをつけて、電波を増幅してテレビをきれいに見るというもの

でございますけれども、そのブースターが従来のアナログテレビのときから同

じものがついておりますので、この携帯電話の電波を増幅してしまって、それ

がテレビの受信に障害を与えてしまうケースが、基地局を建てたその近くとか

で起こり得るということでございます。 

 こちらについては、基地局のエリア整備と併せて、携帯電話事業者がしっか

り責任を持って、そういう対策をしていってくださいということを義務づけて

おります。そういった条件が加わります。 

 その他につきましては絶対審査基準、この後、差分を御説明させていただき

ますが、基本は同じでございます。 

 次のページ、具体的にどこが違うかということでございますけれども、７０

０ＭＨｚ帯と９００ＭＨｚ帯、引っ越すシステムが、先ほど９００ＭＨｚ帯の

ＭＣＡあるいは電子タグといったものと違って、７００ＭＨｚ帯のほうは、ラ

ジオマイク、俗にいうワイヤレスマイクでございますけれども、ホール等で使

われる高品質なワイヤレスマイク、あるいは駅伝中継等で使われるＦＰＵと呼

ばれる番組伝送のシステムとなり、数としては９００ＭＨｚ帯よりはかなり少

なくなります。 

 そういうこともございまして、移行に必要な費用、９００ＭＨｚ帯の場合は

最低１,２００億、上限２,１００億でございましたけれども、こちらにつきま

しては最低６００億、最高で１,５００億というような下限、上限になっており

ます。 
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 人口カバー率の設定等でございますけれども、こちら９００ＭＨｚ帯より手

続きが遅れますので、同じ７年後でございますけれども、９００ＭＨｚ帯では

２０１８年度末までに８０％でございましたけれども、こちらは２０１９年度

末までという１年ずらしております。 

 その他９００ＭＨｚ帯については、この途中、認定後４年度後に５０％とい

う基準を置いておりましたけれども、７００ＭＨｚ帯については携帯電話基地

局が使用する全部の周波数帯が移行の対象バンドということがございます。９

００ＭＨｚ帯につきましては、５ＭＨｚ幅だけは移行が必要ないバンドでござ

いましたので、この途中過程を置いておりましたけれども、７００ＭＨｚ帯は

全て移行が必要ということで、その移行の途中段階で、具体的な目標を置くの

はあまり適切ではないのではないかということで、そこは除いております。 

 その他でございますけれども、こちら、９００ＭＨｚ帯は１者の認定でござ

いましたけれども、こちらは３者になりますので、こうした移行の手続等はそ

れぞれ協力してやっていただかなければいけないということがございますので、

割当てを受けた、認定を受けた他の事業者ときちんと協議してやってください

といった規定等を加えています。 

 あと、手続きの透明性の観点から、申請途中等に他の事業者との事前協議は

やらないでくださいといった規定等を追加しております。その他、⑧について

は先ほど御説明したブースターの対策でございます。 

 競願時審査基準でございますけれども、基本的に上限値あるいは人口カバー

率の時点が変わる以外は、全て同じでございます。１点、こちらは枠が３つ、

つまり周波数のブロックが３つになります。これを、どこを希望するかという

のは事業者によっていろいろ変わってくるかと思いますけれども、競願時審査

基準を、この３つのブロックのうち上か真ん中か下かという、どこを希望する

かというのを申請に書いていただき、それが重複した場合、ＡさんとＢさんで
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重複した場合は、その競願時審査基準を準用するような形で、上位者からその

希望に沿ってその周波数ブロックを割り当てるという手続きを踏むということ

にしております。 

 ３ページ目が今、御説明したものの差分を簡単にまとめているものでござい

ます。 

 ４ページ目でございますけれども、その移行費用の上限、下限でございます

けれども、先ほど下限が６００億、上限が１,５００億と申し上げましたが、そ

の根拠でございます。 

 ＦＰＵ、ラジオマイクで、この下限、上限の幅でございますけれども、下限

のほうは無線局数が最小限の場合でございまして、上限の場合はそれがもう少

し伸びるという予測を踏まえた場合、というその数の大小の部分と、あとその

移行する先が９００ＭＨｚ帯の場合は、１か所に決まっていて、ここにそのま

ま移動してくださいということになっておりましたけれども、７００ＭＨｚ帯

のこのラジオマイクとＦＰＵというシステムは、例えばラジオマイクですと１

ページ目の絵にも書いておりますけれども、ホワイトスペース、今、デジタル

テレビが使っているところの空きチャンネルですね、ここを使う。あるいは１.

２ＧＨｚ帯を使うという、この２つの周波数を移行先の候補としております。

ＦＰＵについても同様に、１.２ＧＨｚ帯あるいはもうちょっと高い２.３ＧＨ

ｚ帯に移行するという、こちらも２つのバンドを対象にしております。 

 こうした周波数に引っ越すのですけれども、一番効率的にはまるのはどこか。

例えばラジオマイクですと、ホワイトスペースに全て入れば１つで済むのです

が、入り切らない場合、１.２ＧＨｚ帯と両方のチャンネルを持つ必要がある。

今まではこの７００ＭＨｚ帯の１つのラジオマイクでしたけれども、ホワイト

スペースを使うものと、場所によってはテレビがいろいろ放送をしていてそこ

では使えないというケースがあると、１.２ＧＨｚ帯のマイクをもう一つ余分に
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持っていただかなければいけない。 

 そうすると、２本持ちになるものですから、その分、コストがかさむという

ことで、そういうコストなども最大勘案すると１,５００億、１,４４６億ぐら

いの額になるのであろうということで、その幅が生まれております。このよう

な移行費用となるという見込みでございます。 

 こちらの案につきまして、先ほど冒頭で申し上げましたとおり、明日から１

か月間、意見募集を行いまして、その出てきた意見の結果を踏まえて、適宜修

正等あれば加えた上で、また、電波監理審議会にその案を諮問させていただく

ということにしております。 

 概略は以上でございます。 

○前田会長 ありがとうございました。御質問、御意見ございますでしょうか。 

 基本的には継続性の原則が担保されているということと、あとは先ほどの拒

否されたのが３者なので、こちらが３者というと、予定調和的なところがある

のかなという気もするのですが、１０ＭＨｚで技術的には十分であるというこ

とですね。 

○田原移動通信課長 はい。９００ＭＨｚ帯のときも先ほど申し上げましたと

おり、１０ＭＨｚ幅以上のサービスをしてくださいとしております。１５ＭＨ

ｚ幅×２の周波数がありましたので、結果として１５ＭＨｚ幅の割当てとしま

したけれども、先ほどの申請概要でも御説明しましたとおり、結局、各者とも

１０ＭＨｚ幅のサービスをまず入れて、それを高度化させていくという形にな

っておりますので、当面、やはり１０ＭＨｚ幅のサービスというのが主流なの

であろうということで、１０ＭＨｚあれば、競争力のあるサービスは提供でき

るだろうということで、このような形にさせていただいております。 

○前田会長 ほかには何かありますか。 

 特にないようでございます。どうもありがとうございました。 
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閉    会 

 

○前田会長 それでは、本日はこれにて終了といたします。次回の開催は平成

２４年３月１４日水曜日１５時からを予定しておりますので、よろしくお願い

いたします。 

 どうもありがとうございました。 

（総合通信基盤局職員退室） 


